
第４次和光市行動計画

男女共同参画わこうプラン

～男女共同参画社会の実現を目指して～

別紙２
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は じ め に

人口減少社会の本格化とライフスタイルの多様化

など、私たちを取り巻く社会環境は急激に変化してい

ます。

このような中で、互いの人権を尊重しつつ、責任を

分かち合い、性別にかかわりなく、一人ひとりが持つ

様々な違い＝ダイバーシティ（多様性）を活かして、

各々の能力が発揮できる社会を実現することは必要

不可欠です。

和光市では、男女共同参画社会の実現を目指して、

平成１６年（２００４年）に制定した「和光市男女共

同参画推進条例」に基づき、平成２３年（２０１１年）

に策定、平成２８年（２０１６年）に改定した「第３次和光市行動計画男女共同参

画わこうプラン（改訂版）」に基づき、男女共同参画に関する様々な施策を推進して

まいりました。

第４次計画となる本計画の策定に当たっては、前計画の取組成果と課題、この間

の社会状況を踏まえ、基本目標と方針、施策について見直しを行うとともに、第３

次計画から引き続き、本計画の一部を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等に関する法律（ＤＶ防止法）」及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律（女性活躍推進法）」に基づく市の推進計画として位置付けております。

この計画に基づき、市民や事業者の皆様と連携し、協力し合いながら取組を図っ

てまいりますので、皆様方の更なるご理解とご協力をお願い申し上げます。

最後に、本計画の策定にあたりまして、貴重なご意見、ご提案をいただきました

「和光市男女共同参画推進審議会」委員の皆様をはじめ、市民意識調査などを通じ

て貴重なご意見、ご協力をいただきました多くの皆様に心より深くお礼申し上げま

す。

令和３年（２０２１年）３月

和光市長
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第１章 計画策定にあたって
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１ 計画策定の経緯

和光市においては、平成 17 年（2005 年）４月１日に「和光市男女共同参画推進条例」を制

定し、条例に基づいた計画として、平成 18 年（2006 年）に「第２次和光市行動計画男女共同

参画わこうプラン【改訂版】－男女共同参画社会の実現をめざして－」を策定して以降、男女共

同参画社会の実現に向けて、様々な施策・事業を展開してきました。

しかし、依然として性別による固定的な役割分担意識※１や、それに基づく社会習慣は根強く

残っています。さらに、社会情勢の変化により、新たな課題も浮上しています。また、令和２年

（2020 年）に発生した新型コロナウイルス感染症の拡大は、平常時における性別による固定的

な役割分担意識を背景にした、ジェンダー※２に起因する社会課題を一層顕在化させました。

第３次計画の計画期間満了に伴い、これまでに生じた新たな課題に対応するとともに、これ

まで取り組んできた施策をさらに推進・発展させるための指針として、「第４次和光市行動計画

男女共同参画わこうプラン」を策定します。

２ 計画策定の背景

（１）世界の動き

【「国連婦人の 10 年」と「女子差別撤廃条約」】

国連は、昭和 50 年（1975 年）を「国際婦人年」と設定し、昭和 51 年（1976 年）～昭

和 60 年（1985 年）の 10 年間を、「平等・発展・平和」を目標とした「国連婦人の 10 年」

と定めました。昭和 54 年（1979 年）には、国連総会において 130 か国の賛成により、

「女子差別撤廃条約」を採択し、女性の地位向上に向けた取組を進めてきました。

【「北京宣言」と「北京行動綱領」】

平成 7 年（1995 年）には、北京会議（第４回世界女性会議）において、女性施策の指針

として「北京宣言」と「北京行動綱領（ＢＰＡ）」が採択され、ＢＰＡの 12 の重大問題領域であ

る「人権」、「暴力」、「健康」、「ジェンダーの主流化」が政策目標となりました。

平成 27 年（2015 年）には、「北京宣言」と「北京行動綱領」の採択から 20 年目に当た

ることを記念し、第 59 回国連婦人の地位委員会（北京＋20）が、「北京宣言及び行動綱

領」と第 23 回国連特別総会「女性 2000 年会議」成果文書の実施状況及び評価を主要

テーマに開催されました。

【「国連女性機関」（UN Women）】

平成 22 年（2010）年には、「ジェンダー平等と女性のエンパワーメント※３のための国連

機関」の設立が国連総会決議で採択され、翌年 1 月から「国連女性機関」（UN Women）

が活動を開始しました。

令和元年（2019 年）には、「2020 年北京宣言と行動綱領 25 周年記念（北京＋25）」

として、様々な国際的な取組を行っています。
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【「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の採択】

平成 27 年（2015）年に開催された国連サミットにおいて、「持続可能な開発のための

2030 アジェンダ」が全会一致で採択されました。このアジェンダ（議題）では、17 の目標

と 169 のターゲットから成る「持続可能な開発目標（Sustainable Development

Goals）」（SDGｓ）が掲げられ、「誰一人取り残さない」社会の実現を理念としています。

17 の目標の 5 番目には、「ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワー

メントを図る」と謳われており、この計画と関わりが深い項目となっています。

【「仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約」の採択】

令和元年（2019 年）に、国際労働機関（ILO）によって、職場での暴力やハラスメントを

全面的に禁止する初の国際条約が採択されました。

（２）国の動き

【「男女共同参画社会基本法」制定】

平成 11 年（1999 年）に、「男女共同参画社会基本法」が制定され、男女共同参画社会

の実現が「21世紀の我が国社会を決定する最重要課題」として位置付けられ、国や地方公

共団体、国民の責務が定められました。

【「男女共同参画基本計画」策定】

平成 12 年（2000 年）には、「男女共同参画社会基本法」に基づき、「男女共同参画基

本計画」が策定されました。その後、平成 17 年（2005 年）には、科学技術や防災などの

分野を新たに加えた「第２次男女共同参画基本計画」が策定され、平成 22 年（2010 年）

には、あらゆる困難を抱える人への対応や、男性や子どもにとっての男女共同参画につい

て盛り込まれた「第３次男女共同参画基本計画」が策定されました。平成 27 年（2015 年）

には、防災・災害復興施策への男女共同参画の視点や、ワーク・ライフ・バランス※４の実現

等について強調した「第４次男女共同参画基本計画」が、令和２年（２０２０年）には、指導的

地位への女性登用等を強調した「第５次男女共同参画基本計画」が策定されました。

【「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）の成立】

平成 27年（2015年）には、女性の採用・登用・能力開発等のための事業主行動計画の

策定を事業主に義務付ける「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活

躍推進法）が成立しました。令和元年度（2019 年度）に改正され、事業主行動計画の策定

義務の範囲が拡大されました。

【ジェンダー・ギャップ指数（GGI）】

世界経済フォーラムが平成 18 年（2006 年）以降毎年公表している、社会進出におけ

る男女格差を示す「ジェンダー・ギャップ指数（ＧＧＩ）※５」について、令和元年（2019 年）の

日本のスコアは、政治分野や経済分野において女性の比率が低下したことなどから、153

か国中 121 位と低い順位となっています。



11

（3）埼玉県の動き

【「埼玉県男女共同参画推進条例」制定】

平成 12年（2000年）に、全国に先駆けて「埼玉県男女共同参画推進条例」が制定され

ました。

【「埼玉県男女共同参画推進プラン 2010」策定と改定】

平成 14 年（2002 年）には、「埼玉県男女共同参画推進条例」に基づく初めての計画と

して、「埼玉県男女共同参画推進プラン 2010」が策定されました。その後、平成 19 年

（2007 年）に見直しを行い、「埼玉県男女共同参画推進プラン」が策定され、平成 29 年

（2017 年）には、令和３年（2021 年）までを計画期間とした「埼玉県男女共同参画基本

計画」が策定されました。

【男女共同参画関連の取組】

平成 14 年（2002 年）に、「男女共同参画推進センター（With You さいたま）」が開

設されました。また、平成 24 年（2012 年）には、埼玉県産業労働部に「ウーマノミクス課」

が設置され、女性の活躍による経済の活性化を目標に掲げて、女性の就業支援や企業内

保育所の整備促進などに取り組む「埼玉版ウーマノミクスプロジェクト」が立ち上げられま

した。

（4）和光市の動き

【「和光市男女共同参画推進条例」制定】

平成１７年（2005 年）に、「和光市男女共同参画推進条例」を施行し、男女共同参画の

担い手となる市、市民、事業者の責務を明らかにし、男女共同参画に関する基本的な施策

等を定めました。

【「第 1 次和光市行動計画 男女共同参加型社会わこうプラン」策定と改定】

平成３年（1991年）に、女性の抱える困難の解消に向けた総合的指針として、「第１次和

光市行動計画 男女共同参加型社会わこうプラン」を策定しました。

その後、平成 13 年（2001 年）には、「第２次和光市行動計画 男女共同参画わこうプ

ラン」を策定し、関係機関と連携しながら取組を進めました。

平成 18 年（2006 年）には、和光市男女共同参画推進条例に基づいた「第２次和光市

行動計画 男女共同参画わこうプラン【改訂版】」を策定しました。

その後、平成 23 年（2011 年）には、「第３次和光市行動計画 男女共同参画わこうプ

ラン」を策定し、平成 28 年（２０１６年）には、中間見直しを行いました。

【和光市要保護児童及びＤＶ※６対策地域協議会】

平成 21 年（2009 年）には、「和光市ドメスティック・バイオレンス対策ネットワーク（和

光市ＤＶ対策ネットワーク）」を設置しましたが、平成 29 年（2017 年）の組織改正により、

「和光市要保護児童及びＤＶ対策地域協議会」に改め、庁内外の関係機関と連携し、対策

を進めています。
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３ 和光市の統計からみえる現状

（１）人口の推移

和光市の人口は、年々増加を続けていますが、人口に占める男女の比率はほぼ変化あり

ません。

（２）世帯数・年齢３区分別人口の推移

年齢３区分別では、令和 2 年（2020 年）は平成 28 年（2016 年）と比較して、15 歳

未満が 109 人の増加、15～64 歳が 2,112 人の増加、65 歳以上が 1,054 人の増加

となっています。
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（３）和光市の外国人登録者数の推移

和光市の外国人登録者数は平成 29 年（2017 年）から増加傾向にあります。全体に占

める割合は、毎年女性よりも男性の方が多くなっています。

（４）出生数・合計特殊出生率の推移

平成 30 年（2018 年）の和光市の出生数は、前年に比べて 41 人減少しています。合

計特殊出生率は減少し、埼玉県より低くなっています。

資料：戸籍住民課（各年３月３１日）
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（５）人口動態の推移

和光市の人口動態の原因のうち、転入・転出による社会動態増減は、平成 26 年度

（2014 年度）以降増減を繰り返していましたが、平成 30 年度（2018 年度）は前年に比

べて 474 名増加しています。また、出生・死亡による自然動態増減は、平成 28 年度

（2016 年度）までは増加を示しておりますが、平成 29 年度（2017 年度）より減少傾向

となっています。

（６）配偶者からの暴力事案等の相談等状況

警察庁による調査では、配偶者から身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受け

た被害者の相談受理件数は、配偶者暴力防止法の施行以来増加し続けています。

注１）配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者の相談等を受理した件数

注２)法改正を受け、平成 16 年（2004 年）12 月 2 日施行以降、離婚後に引き続き暴力等を受けた事案について、平成 20

年（2008 年）1 月 11 日施行以降、生命等に対する脅迫を受けた事案について、また、平成 26 年（2014 年）1 月 3 日

以降、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関

係にある相手方からの暴力事案についても計上

資料：統計わこう（戸籍住民課）

資料：警察庁
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（７）埼玉県全体でのＤＶ相談件数

埼玉県全体のＤＶ相談件数は、平成 28 年度（2016 年度）に相談件数が減り、平成 29

年度（2017 年度）は前年に比べ増加しましたが、平成 30 年度（2018 年度）は再び前年

に比べて 541 件減少しました。平成 30 年度（2018 年度）ではそのうちの約 78％が市

町村での相談受付となっており、ＤＶ相談の件数が増え続ける中、ＤＶ相談における市町村

の役割の大きさがうかがえます。

（８）和光市での女性相談・ＤＶ相談件数

和光市では、女性の様々な悩みに対応するため、毎月第２、４火曜日に専門の女性カウ

ンセラーによる女性相談を開設しています。

女性相談の実施件数は、平成２８年度（2016 年度）から１００件を下回っています。

ＤＶ相談件数は、年々増加を続けており、令和元年度（２０１９年度）には７３件となってい

ます。
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（９）ひとり親家庭等医療費登録者数・ひとり親家庭等医療費受給者数

令和元年度（2019 年度）の和光市のひとり親家庭等医療費登録者数は、前年に比べ

23 人の減少となっています。また、ひとり親家庭等医療費受給者数についても、前年に比

べて 26 人の減少となっています。いずれも、父子家庭よりも母子家庭の方が大きく減少

しています。

（10）女性の年齢階級別労働力率

日本の女性の労働力率は、結婚・出産期に当たる年代に一旦低下し、育児が落ち着いた

時期に再び上昇するという「Ｍ字カーブ」を描く傾向にありましたが、近年そのカーブは以

前に比べて浅くなってきています。また、Ｍ字カーブの底となる年齢階級も上昇してきてい

ます。これは、結婚・出産期に働く（又は働く意思を持つ）女性が増えてきており、また、結

婚・出産期に当たる年齢階級が上昇してきていることを示しています。

和光市においてもＭ字カーブは浅くなってきていますが、Ｍ字カーブの底に当たる年齢

階級（３５～３９歳）での労働力率は 67.4％と、全国の同年齢階級での労働力率 72.7％

に比べて約 5％低くなっています。
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（11）在園児童数・待機児童数の状況

和光市内の保育所等は、平成２７年度（２０１５年度）から開始した「子ども・子育て支援

新制度」により、令和元年度（２０１９年度）も待機児童解消に向けた基盤整備が続いてい

ます。

平成 31 年（２０１９年）４月には、保育所等の整備を行いました。これにより、平成 31 年

（２０１９年）4 月の市内保育所等の在園児童数は、前年に引き続き増加しており、待機児

童数は前年に比べ14人減少しています。しかし、令和２年（２０２０年）は、在園児童数は増

加している一方で、待機児童数は 55 人と、前年に比べ 15 人増加しています。

（12）年齢階級別新規 HIV 感染者罹患率の年次推移

厚生労働省エイズ動向委員会によると、日本における年齢階級別の新規ＨＩＶ感染者の

罹患率では、25-34 歳に占める割合が高い傾向が続いています。
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（13）審議会における委員の状況

平成 31 年（2０１９年）の審議会等の委員に占める女性の割合は、前年から上昇し

37.0％で、埼玉県においては高い割合となっていますが、全国と比較すると少し下回る傾

向が続いています。

（14）指導的立場（主査以上）にいる市職員の状況

市職員のうち、指導的立場（主査級以上）にいる女性職員の割合は、平成 27 年（2015

年）から上昇し、平成 31 年（2019 年）は前年と同じ 35.2％となっています。

資料：総務人権課（各年４月１日現在）

男女共同参画に関する年次報告（埼玉県男女共同参画課）（各年４月現在）

女性の政策・方針決定参画状況調べ（内閣府）（各年９月３０日現在）
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４ 令和元年度和光市男女共同参画に関する市民意識調査結果の概要

第４次計画の策定に向けて、男女共同参画に関する市民の意識や実態を把握し、今後の男

女共同参画施策へと反映させることを目的として、「和光市男女共同参画市民意識調査」を実

施しました。

【調査実施概要】

【小・中学生意識調査概要】

（１）男女共同参画に関する意識について

○男女の地位の平等感

「学校で」は、「男女の地位は平等になっている」が 69.5％と最も高くなっている一方で、「社

会通念・習慣などで」は、16.3％にとどまり、男性優遇と感じる割合が高くなっています。

項目によって、男女共同参画の意識が浸透しつつあることが感じられるものの、法律や制度、

社会通念・習慣等については不平等感が高まっていることがうかがえます。

調査方法 郵送法（郵送配付・郵送回収）

調査対象 和光市内に在住する満 20 歳以上の男女

調査期間 令和元年（2019 年）８月 16 日（金）～８月 30 日（金）

回収結果 695 件／2,000 件（有効回収率：34.8％）

調査方法 学校において授業、朝会、ホームルーム等で実施

調査対象 和光市立の全小中学校に通う小学 4 年生、中学 2 年生

調査期間 令和元年（2019 年）9 月 9 日（月）～９月２４日（火）

回収結果
小学生 ７１４件／７１５件（有効回収率：99.8％）

中学生 ４９３件／５３１件（有効回収率：92.8％）
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図表 1 男女の地位の平等感
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○性別による役割分担意識

「男は仕事、女は家庭」という性別役割分担意識について、市民意識調査では、「同感しない」

が女性で 64.1％、男性で 53.4％と平成 22 年度（2010 年度）調査から増加しており、性別

による固定的な役割分担意識について同感しない意見が増加傾向にあります。

しかし、依然として男性と女性の認識に差が見られるため、引き続き意識啓発や制度の充実

等が必要です。

小学生、中学生意識調査では、「そう思わない」、「どちらかといえばそう思わない」を合わせ

た割合が、小学生では 40.6％、中学生では 60.6％と、小学生、中学生ともに平成 22 年度

（2010 年度）調査から増加しています。

図表 ３ 性別役割分担意識（小学生、中学生）
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図表 ２ 性別役割分担意識（市民）
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（２）家庭生活について

○家庭生活での役割分担

「共同して分担」していることは、「重大事項の決定」で 51.9％と過半数を占めており、埼玉

県と比較しても高いことから、和光市の役割分担意識の高さがうかがえます。また、「家計の管

理」についても平成 22 年度（2010 年度）調査から増加しており、役割分担意識の高まりが読

み取れます。

一方で、「子育て」については、「主として女性」が平成 22 年度（2010 年度）調査から増加し

ています。

家計の管理
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介護（介護の必要な親の世話、病人の
介護など）
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図表 ４ 家庭生活での役割分担（市民）
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○男女がともに家事・子育て・介護に参加していくために必要なこと

「企業が男女ともに仕事と家庭生活を両立できる職場環境を整える」が男女ともに最も高く

なっており、職場環境の改善を推進することが望まれています。

（３）地域参加について

○自治会等の役職、議員、行政委員における女性の役割が低い理由

女性は「男性がなる方が良い（なるものだ）と思っている人が多いから」が 49.2％と男性に

比べ高くなっています。男性では「女性の登用に対する認識や理解が足りないから」が 39.0％、

「女性自身が役職に対する関心がないから」が 34.9％で、女性に比べ高くなっています。

女性側は、役職等には男性が就くべきという意見を持つ人が多いという認識が、男性側は、

女性自身が役職に対する関心がないことが課題であると捉えていることがうかがえます。男女

が共に参画するためには、「女性が関心を持てるような役割を作り出す」、「女性が関わりやすい

ような制度や組織を作る」必要があります。

企業が男女ともに仕事と家庭生活を両立できる
職場環境を整える

育児休業・介護休業制度の一層の普及を図る

フレックスタイム制や在宅勤務などを普及させる

学校で男女平等意識を育てる教育を推進する

労働時間を短縮する

男女の役割分担をなくすための啓発活動を
さらに進める

その他

無回答

75.0

49.1

41.0

34.8

23.6

19.6

4.3

1.3

80.7

52.0

42.7

37.9

20.9

19.8

4.0

1.3

67.1

44.9

38.7

30.8

27.7

19.2

4.8

1.0

0 20 40 60 80 100

全 体 n=(695)  

女性 n=(398)  

男性 n=(292)  

(%)

図表 ６ 男女がともに家事・子育て・介護に参加していくために必要なこと

男性がなる方が良い（なるものだ）と思っている
人が多いから

女性の登用に対する認識や理解が足りないから

女性自身が役職に対する関心がないから

女性は指導力が低いというような能力に対する
偏見があるから

地域の会長や政策決定の場に出られるような
女性の人材がいないから

女性は控えめな方がよいという社会意識が
あるから

女性が経験や力をつけるチャンスがないから

女性が女性の活躍をはばむ雰囲気があるから

その他

無回答

44.5

35.1

30.9

17.7

17.6

15.4

14.4

12.2

11.8

3.7

49.2

32.4

28.1

19.6

19.3

16.6

14.6

12.1

11.3

4.0

38.4

39.0

34.9

15.1

15.1

13.7

14.0

12.7

12.3

3.1

0 10 20 30 40 50 60

全 体 n=(695)  

女性 n=(398)  

男性 n=(292)  

(%)

図表 ７ 自治会等の役職、議員、行政委員における女性の役割が低い理由
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（４）配偶者や恋人からの暴力について

○夫婦・恋人間の暴力と認識される行為

「身体に対する行為」、「精神的な嫌がらせ・脅迫」、「強制的な性行為」は「どんな場合でも暴

力にあたる」の割合が９割以上となっていますが、「経済的な行為」では７割台にとどまっていま

す。また、「身体に対する行為」の中でも、各行為によって暴力についての認識に差が見られます。

今後も「ドメスティック・バイオレンスは、人権問題である」という認識を、現状では女性よりも

暴力行為についての認識が低い男性や、市民を中心に浸透させるとともに、より広く相談・保

護体制を充実させる必要があります。

（出典）

埼玉県男女共同

参画課「ＤＶのな

い社会に！」

身体に対する行為

精神的な嫌がらせ・脅迫

強制的な性行為

経済的な行為

n = (695)

91.1

91.5

77.6

7.2

6.6

16.8

0.6

0.6

4.5

1.2

1.3

1.2

(%)
97.8

1.0

1.2

ど
ん

な
場

合
で

も
暴

力
に

あ
た

る

暴
力

の
場

合
と

そ
う

で
な

い
場

合
が

あ
る

暴
力

に
あ

た
る

と
は

思
わ

な
い

無
回

答

図表 ８ 夫婦・恋人間の暴力と認識される行為（まとめ）
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ｎ
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11.3

9.9

22.9

1.4

0.7

6.5

1.0

1.0

1.0

(%)
97.9

1.0

1.0

ど
ん

な

場

合

で

も

暴

力
に

あ

た

る

暴
力

の

場

合

と

そ

う

で
な

い

場

合

が

あ

る

暴
力

に

あ

た

る

と

は

思
わ

な

い

無
回

答

94.7

94.0
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(398)

身体に対する行為

精神的な嫌がらせ・脅迫

強制的な性行為

経済的な行為

ｎ

女性 男性

（注）配偶者や恋人からの暴力について、「どんな場合でも暴力にあたる」と回答した方を集計しています。

これらはすべて、「暴力」です

✹身体に対する暴力 殴る・蹴る・物を投げつける・突き飛ばす・刃物をふりかざす等。

✹精神的暴力
「誰のおかげで生活できるんだ！」「役立たず！」等の暴言。交友関係
や毎日の行動を細かく監視する。何を言っても無視する等。

✹性的暴力 望まない性行為の強要。避妊に協力しない等。

✹経済的暴力
必要な生活費を渡さない。仕事を無理矢理辞めさせて経済的に弱い
立場に立たせる等。

n=(398) n=(292)
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（５）仕事について

○仕事と家庭を両立するための条件

保育環境の充実や休業制度を利用しやすい職場環境の充実、男女で家事・育児の分担をす

るために、保育ニーズの把握や男性を含めた働き方改革を進め、柔軟に勤務できる環境の整備

が求められています。

（６）健康について

○性感染症を防ぐために必要な対策

「性感染症に関する知識の普及啓発」が 77.0％と最も高くなっています。性感染症に関する

教育や知識の定着を進めるべく、今後も施策等を充実させていく必要があります。

保育所・学童保育などの保育環境を
充実すること

代替要員の確保など、育児休業・介護休業
制度を利用できる職場環境を作ること

男性の家事・育児の分担

家族や周囲の理解と協力があること

育児や介護等のため退職した人の
再雇用制度を導入すること

介護サービス・介護施設などを充実すること

労働時間の短縮を促進

給与等の男女格差をなくすこと

労働の場での男女平等の推進

ハラスメントのない職場環境をつくること

その他

わからない

無回答

60.9

58.8

53.7

53.1

50.4

47.9

42.4

41.4

34.4

32.4

4.5

1.4

1.2

64.8

61.8

61.3

58.8

53.8

50.0

44.2

46.7

33.9

32.2

4.0

1.5

0.8

56.2

55.1

43.5

45.5

45.9

45.5

40.4

34.2

34.9

32.2

5.1

1.0

1.4

0 10 20 30 40 50 60 70

全 体 n=(695)  

女性 n=(398)  

男性 n=(292)  

(%)

図表 ９ 仕事と家庭を両立するための条件

性感染症に関する知識の普及啓発

学校における性教育の充実

売買春に対する取り締まりの強化

人間関係、心のケアと連携した予防教育の充実

家庭における性教育の促進

学校、家庭以外の社会教育の充実

有害な性情報に対する規制の強化

雑誌やテレビなどにおける過激な性表現の抑制

中高生などが性風俗の情報に接する機会を
少なくする

その他

無回答

77.0

60.6

25.4

22.8

21.1

15.3

14.0

11.2

8.3

1.5

0.7

78.5

65.8

27.7

24.2

22.4

12.4

15.0

12.4

7.7

0.3

0.6

75.6

54.1

21.5

21.1

19.5

19.5

12.2

8.9

8.9

3.3

0.8

0 20 40 60 80 100

全 体 n=(587)  

女性 n=(339)  

男性 n=(246)  

(%)

図表 10 性感染症を防ぐために必要な対策
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（７）防災について

○防災・災害復興対策で配慮して取り組む必要があること

避難所機能の充実から人材の確保まで、幅広い取組の必要性が示されています。今後は、避

難所の運営においても、女性リーダーを活用し、女性に対するきめ細かい配慮をしていくことが

必要といえます。

（８）男女共同参画の取組について

○男女共同参画の推進で市に期待すること

男女ともに「保育所、学童など子育て支援の充実」が最も高くなっています。女性の就業率が

高まっているなか、子育て支援の充実が重要といえます。

防災計画・復興計画などを策定するにあたり、
防災会議に女性が参画すること

避難所等における暴力を予防するため、巡回警備等
を実施すること

特にない

その他

無回答

乳幼児、高齢者、障がい者、病人、妊産婦、
授乳中の方などのニーズを的確に把握すること

避難所に男女別のトイレや更衣室を設置すること

救援医療体制（診察・治療体制、妊産婦をサポートする
保健師・助産師の配置）を構築すること

被災者に対する相談窓口を設置すること

避難所運営の責任者に女性が配置され、被災者対応に
女性の視点が入ること

64.0

59.1

44.2

29.6

28.2

20.0

17.4

1.2

3.6

2.4

67.1

64.8

42.2

27.6

33.4

18.8

16.8

0.8

3.0

2.3

60.3

51.7

46.6

31.8

21.2

21.6

18.5

1.7

4.5

2.4

0 20 40 60 80

全 体 n=(695)  

女性 n=(398)  

男性 n=(292)  

(%)

図表 １１ 防災・災害復興対策で配慮して取り組む必要があること

男女共同参画に関する幅広い情報、書籍、
資料等の収集・提供

保育所、学童など子育て支援の充実

仕事や家事・育児に男女がともに参加する意識の
啓発を進める

学校における男女平等教育の推進

高齢者支援の充実

女性の就業支援の充実

経営者、事業主に対する啓発活動

女性のための相談窓口の充実

配偶者や恋人等からの暴力（ＤＶ）の根絶に
向けた啓発とＤＶ被害者支援

市の審議会など、政策決定の場に女性を積極的に
登用する

地域活動、ボランティア活動への支援

ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）への支援（社会制度の整備、
意識啓発活動、専門相談機関の整備など）

女性に対する健康づくりの支援（安心で安全な妊娠・出産、
リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）

ダイバーシティ（多様性）の推進

男性のための相談窓口の充実

民間企業・団体等の管理職に女性の登用が進むように
支援する

男女共同参画に関して活動を行っている団体への支援

その他

無回答

65.6

40.9

39.4

37.6

36.3

28.6

27.6

25.9

24.0

22.0

22.0

20.9

20.9

19.0

18.7

17.6

13.8

2.4

3.3

67.3

46.7

41.0

38.9

42.5

27.9

29.1

25.6

25.6

17.8

20.6

23.6

22.9

18.8

17.6

18.8

11.1

1.8

3.0

64.0

32.9

37.7

35.6

28.4

29.8

26.0

26.4

22.3

27.4

24.0

17.1

17.5

19.2

20.5

16.1

17.8

3.4

3.4

0 20 40 60 80

全 体 n=(695)  

女性 n=(398)  

男性 n=(292)  

(%)

図表 １２ 男女共同参画の推進で市に期待すること
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５ 第３次わこうプランの数値目標の達成状況

施策の実質的効果を把握するために、各基本目標に数値目標を定めています。

令和元年度（2019 年度）における達成状況は、以下のとおりです。

※達成状況は、「◎：目標達成」「〇：改善（策定時の現状値を上回る）」「△：変化なし（策定時の現状値と同じ）」、

「▼：低下（策定時の現状値を下回る）」となっています。

※市民意識調査方法について、平成 22 年度（2010 年度）及び令和元年度（2019 年度）は郵送による調査、

平成 26 年度（2014 年度）は市民まつり等において調査を実施しているため、調査方法が異なります。

■基本目標１ 男女共同参画意識の普及啓発

（１）社会全体で男女の地位が平等になっていると考える人の割合

（2）「男は仕事、女は家庭」という性別による固定的な役割分担意識に同感しない人の割合

（3）性別による固定的な役割分担意識に同感しない子どもの割合

■基本目標２ あらゆる暴力の根絶

（4）配偶者や恋人間におけるＤＶに対する認識の割合

（5）ＤＶ被害を相談した人の割合

（6）ＤＶ被害を受けている人の割合

策定時の現状値
（平成 22 年度）

改訂時の現状値
（平成 26 年度）

達成期限の目標値
（令和２年度）

現状値
（令和元年度）

達成
状況

23.0％ 21.8％ 35.0％ 19.7％ ▼

策定時の現状値
（平成 22 年度）

改訂時の現状値
（平成 26 年度）

達成期限の目標値
（令和２年度）

現状値
（令和元年度）

達成
状況

50.4％ 44.5％ 70.0％ 59.3％ 〇

策定時の現状値
（平成 22 年度）

改訂時の現状値
（平成 26 年度）

達成期限の目標値
（令和２年度）

現状値
（令和元年度）

達成
状況

中学校 40.6％

小学校 30.8％

中学校 50.8％

小学校 43.5％

中学校 70.0％

小学校 70.0％

中学校 60.6％

小学校 40.6％

〇

〇

策定時の現状値
（平成 22 年度）

改訂時の現状値
（平成 26 年度）

達成期限の目標値
（令和２年度）

現状値
（令和元年度）

達成
状況

身体的 96.4％

精神的 95.5％

経済的 69.8％

性 的 84.0％

身体的 94.8％

精神的 91.7％

経済的 81.0％

性 的 86.7％

身体的 100.0％

精神的 100.0％

経済的 100.0％

性 的 100.0％

身体的 97.8％

精神的 91.1％

経済的 77.6％

性 的 91.5％

〇

▼

○

○

策定時の現状値
（平成 22 年度）

改訂時の現状値
（平成 26 年度）

達成期限の目標値
（令和２年度）

現状値
（令和元年度）

達成
状況

30.8％ 32.7％ 80.0％ 30.8％ △

策定時の現状値
（平成 22 年度）

改訂時の現状値
（平成 26 年度）

達成期限の目標値
（令和２年度）

現状値
（令和元年度）

達成
状況

27.3％ 24.1％ 0.0％ 22.5％ 〇
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■基本目標 3 男女が共にいきいきと暮らせる環境づくり

（7）夫婦で子育てをしている人の割合

（8）男性の育児休業取得へ理解を示す人の割合

（9）性感染症の予防方法について知っている人の割合

■基本目標 4 男女共同参画によるまちづくりの推進

（10）審議会等における女性委員の割合

（11）地域行事に男女共同で参加する人の割合

（12）女子差別撤廃条約を知っている人の割合

■基本目標 5 男女共同参画わこうプランの着実な推進

（13）和光市男女共同参画推進条例を知っている人の割合

策定時の現状値
（平成 22 年度）

改訂時の現状値
（平成 26 年度）

達成期限の目標値
（令和２年度）

現状値
（令和元年度）

達成
状況

25.2％ 27.8％ 50.0％ 20.6％ ▼

策定時の現状値
（平成 22 年度）

改訂時の現状値
（平成 26 年度）

達成期限の目標値
（令和２年度）

現状値
（令和元年度）

達成
状況

女性 53.4％

男性 50.5％

女性 60.8％

男性 63.3％

女性 70.0％

男性 70.0％

女性 70.6％

男性 59.2％

◎

○

策定時の現状値
（平成 22 年度）

改訂時の現状値
（平成 26 年度）

達成期限の目標値
（令和２年度）

現状値
（令和元年度）

達成
状況

82.7％ 81.2％ 90.0％ 84.5％ 〇

策定時の現状値
（平成 22 年度）

改訂時の現状値
（平成 26 年度）

達成期限の目標値
（令和２年度）

現状値
（令和元年度）

達成
状況

33.1％ 35.3％ 50.0％ 37.0％ 〇

策定時の現状値
（平成 22 年度）

改訂時の現状値
（平成 26 年度）

達成期限の目標値
（令和２年度）

現状値
（令和元年度）

達成
状況

30.4％ 33.7％ 50.0％ 26.8％ ▼

策定時の現状値
（平成 22 年度）

改訂時の現状値
（平成 26 年度）

達成期限の目標値
（令和２年度）

現状値
（令和元年度）

達成
状況

51.3％ 68.4％ 75.0％ 52.2％ 〇

策定時の現状値
（平成 22 年度）

改訂時の現状値
（平成 26 年度）

達成期限の目標値
（令和２年度）

現状値
（令和元年度）

達成
状況

32.1％ 67.4％ 75.0％ 36.1％ 〇
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６ 第３次わこうプランでの取組と今後の課題

「第３次和光市行動計画 男女共同参画わこうプラン」の計画期間における主な取組と今後

の課題について、基本目標ごとにまとめました。

【主な取組】

◇男女共同参画意識の浸透と定着

男女共同参画の意識づくりのために、男女共同参画情報紙「おるご～る」を発行し、性暴力

や性の多様性、政治と男女共同参画などをテーマに、イラストや図表を用いることでわかりや

すくなるよう工夫をし、情報提供を行いました。

◇性別による固定的な役割分担意識の解消に向けた啓発

性別による固定的な役割分担意識に縛られず、一人ひとりが個性と能力を自由に発揮で

きる社会を目指し、埼玉県ウーマノミクス課や女性就業支援専門員と連携してセミナーを開

催し、働き方改革や女性活躍の必要性など情報提供と意識啓発を行いました。

基本目標１ 男女共同参画意識の普及啓発

さまざまな周知・啓発に取り組んだことで、男女平等の意識の高まりがうかが

えますが、依然として法律や制度、社会通念・習慣等には性別による固定的な役

割分担意識が根付いており、男性と女性で感じる役割分担意識にも大きな差が

見られます。広報紙やパンフレット等、広報物を作成するうえで、男女共同参画の

視点に立った表現をより一層浸透させ、意識啓発に努めます。

また、性的マイノリティ※７に関する情報提供が遅れていることがうかがえます。

情報提供を行い、意識啓発に取り組んでいきます。
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【主な取組】

◇関係機関との連携体制の構築

ＤＶの早期発見と未然防止に向け、わこう版ネウボラ事業、母子保健事業として、相談支援

体制を構築し、連携して取り組みました。

また、地域包括ケア課が中心となり、ＤＶの早期発見やチーム支援を実施しています。必要

に応じて、被害者に対して医療機関の受診や、自立に向けた同行支援も行いました。

◇ＤＶ等の防止に向けた情報提供や啓発

ＤＶ等の防止のために、デートＤＶ※８防止セミナーや庁内連絡会議において、知識の普及・

啓発を強化しました。

また、虐待行為の防止について、子育てガイドブックや本市のホームページにおいて、情報

提供を行いました。

基本目標２ あらゆる暴力の根絶

暴力の根絶に向けた意識を浸透させるために、若年層への啓発機会が不足し

ていることから、セミナーの実施回数を増やすなど、アプローチの機会の確保が

重要です。

直近の本市におけるＤＶ相談件数は増加傾向にあります。さらなる相談窓口の

周知に加えて、各種ハラスメントの防止についても情報提供を行います。

また、依然として被害を受けている方がいますので、関係機関及び関係課所等

と連携した、さらなる支援体制の強化と、自立支援の取組を進めます。
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【主な取組】

◇仕事と家庭の両立支援

共働き家庭の増加等を受け、仕事と子育ての両立を支援していくため、保育所等及び学

童クラブの整備を進めました。

また、男性の子育てへの参画を後押しするために、子育て世代包括支援センターを整備し、

相談、情報提供、交流の場の提供や、父親参加の事業を企画することで、積極的に子育てに

参加できるような環境づくりを行いました。

◇女性の健康支援

女性は妊娠や出産など、男性とは異なった健康上の様々な問題に直面するため、ライフス

テージに応じた女性特有の健康に配慮し、心と体の健康などに関する女性相談の実施や、相

談窓口の周知を行いました。また、集団検診では、乳がんや子宮頸がんといった女性特有の

がん検診を行い、個別相談も実施しました。

基本目標３ 男女が共にいきいきと暮らせる環境づくり

保育所等の整備等を行っているものの、待機児童が解消される状況には至っ

ておらず、就学後の学童保育においても、すべての受け入れが確保されている

状況ではなく、親が離職を余儀なくされるケースも見受けられます。引き続き、

保育所等、学童クラブ、わこうっ子クラブなどの整備を進め、子育て支援の充実

を図ります。また、市内企業における男性の育児休業取得を推進するために、育

児休業取得の必要性についての情報提供を積極的に行います。

児童・生徒の発達段階に応じた適切な性に関する指導を実施していますが、

世界と比べて日本は大きく遅れています。性に関する指導は、命の大切さを知

る教育であるため、子どもの発達段階に応じた指導を推進していきます。
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【主な取組】

◇防災・災害復興体制に関する男女共同参画の取組の推進

男女それぞれのニーズに対応した防災・災害復興体制を確立するため、地域防災訓練を実

施しました。また、「和光市ＢＯＳＡＩまちづくり伝道師※９養成講座」により、女性リーダーの育

成に取り組みました。

◇外国人市民への支援

地域で暮らす外国人市民を支援するために、緊急時における外国人支援体制の訓練を行

いました。また、外国籍市民への乳児検診に対する不安を解消する対策を行いました。

基本目標４ 男女共同参画によるまちづくりの推進

本市では、政策・方針決定過程への男女共同参画の取組として、審議会等に

おける女性の割合を、令和２年度（２０２０年度）までに 50.0％に引き上げるこ

とを目標に掲げていました。審議会等へ、委員の男女比率の均衡を保った委嘱

を行うよう各課所等へ要請を行いましたが、令和元年度（201９年度）の女性

委員の割合は 37.0％と目標に及ばない状況であるため、各課所等に対してよ

り強い意識づけが必要です。

市民意識調査結果によると、地域行事に男女共に参加する人の割合は、平

成 22年度（201０年度）の調査よりも低下しています。地域活動の場において

も性別による固定的な役割分担意識が見られるため、多様な人材を活用した

地域コミュニティの形成に向け、支援に注力していきます。

防災・災害対応は、地域における共助が不可欠であるため、自主防災組織に

も女性の参画を促し、女性リーダーの育成を継続していきます。
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【主な取組】

◇庁内の連絡体制の強化

和光市男女共同参画庁内連絡会議を開催し、答申書の報告と庁内への男女共同参画に

関する重要事項を連絡しました。

◇庁内における男女共同参画の推進

和光市人材育成基本方針に基づいた、能力と意欲を兼ね備えた人材の育成及び人材の活

用のために、一人ひとりの能力が発揮されるよう環境整備に努めました。庁内における指導

的立場（主査級以上）にいる女性職員数は、平成 26 年（２０１４年）から平成 30 年（２０１８

年）の５年間で増加傾向にあります。

基本目標５ 男女共同参画わこうプランの着実な推進

男女共同参画の推進は、市が単独で行うのではなく、市民及び事業者等の関

係機関との連携が不可欠です。今後も積極的に関係機関との連携を図り、総合

的かつ計画的に計画を推進していきます。

庁内における指導的立場（主査級以上）にいる女性職員の割合は上昇傾向に

ありますが、依然として男性職員の割合が高くなっています。男女共同参画推進

体制の強化のために、さらには市内事業所の模範として、人材の適切な育成及

び活用を今後も継続していきます。
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第２章 基本的な考え方
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１ 計画の目的

本計画は、男女共同参画社会の実現に向けて、和光市の男女共同参画施策の今後の方向性

と内容を明らかにし、その施策を総合的かつ計画的に実施するために策定するものです。

２ 基本理念

男女共同参画の実現を目指して

男女共同参画社会の実現を目指し、「和光市男女共同参画推進条例」の６つの基本理念に基

づき、男女共同参画を推進していきます。

（１）男女の人権の尊重

男女の個人としての尊厳が重んぜられること、直接的であるか間接的であるかを問わず性

別による差別的取扱いを受けることがないこと、その他の男女の人権が尊重されること。

（２）性別による固定的な役割分担意識等の解消と多様な生き方の選択

性別による固定的な役割分担意識等を解消し、男女が共にその個性と能力を十分に発揮

する機会が確保され、自らの意思によって多様な生き方を選択することができること。

（３）政策や方針の立案・決定の場への男女共同参画

男女が社会の対等な構成員として、市の政策又は事業者の活動における方針の立案及び

決定の場に共同して参画する機会が確保されること。

（４）家庭生活と社会生活における活動への男女共同参画

男女が相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活におけ

る活動及び社会生活における活動に対等に参画すること。

（５）生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の尊重

男女の対等な関係の下に、互いの性に関する理解を深め、妊娠、出産などの女性の生涯に

わたる性と生殖に関する健康と権利が尊重されること。

（６）国際的協調

男女共同参画の推進に向けた取組が国際社会の取組と密接な関係を有していることを深

く認識し、国際的協調の下に行われること。
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３ 計画の位置付け

（１）この計画は、「和光市男女共同参画推進条例」に規定される「男女共同参画の推進に関する

施策を総合的かつ計画的に推進するための行動計画」であり、「和光市総合振興計画」や関

連計画との整合性を図った計画です。

（２）この計画は、「男女共同参画社会基本法」第１４条第３項に基づく「市町村男女共同参画計

画」としての位置付けを担っています。

（３）この計画の一部は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第２条

の３第３項に基づく「市町村基本計画」としての位置付けを担っています。

（４）この計画の一部は、平成２８年（２０１６年）４月に施行された「女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律」第６条第２項に基づく「市町村推進計画」としての位置付けを担って

います。

４ 計画の期間

計画の期間は、令和３年度（２０２１年度）から令和１２年度（２０３０年度）までの１０年間です。

なお、社会情勢の変化に合わせ、必要に応じて見直しを行います。

５ 計画の目標

この計画は、男女共同参画社会の実現を目指して、４つの基本目標を設定しています。

基本目標１ 人権の尊重と男女共同参画を進める意識づくり

一人ひとりがお互いの人権を尊重し、性別にとらわれず多様な生き方を認め合い、それぞれ

の個性や能力を十分に発揮できる社会を目指します。

基本目標２ 配偶者等からの暴力の根絶

ＤＶや児童虐待などあらゆる暴力の根絶に向けて、暴力は人権を侵害する許されない行為で

あるという意識の浸透・定着に努めるとともに、相談機能の充実や、被害者支援体制の強化を

図ります。

基本目標３ あらゆる分野における男女共同参画と女性活躍の支援

女性のチャレンジ支援や、男性中心型の労働慣行を見直し、職場環境の整備を進めることで、

男女がともにさまざまな分野で対等に参画でき、それぞれが個性と能力を活かして活躍できる

社会づくりを目指します。

基本目標４ 男女共同参画の推進体制強化と地域環境整備

誰もが安心して生活できる環境の整備を図り、防災分野や庁内の体制を強化することで、地

域における男女共同参画を推進していきます。
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６ 計画における重点項目

本計画において、重点的に取り組むべき課題を、施策から以下の４点としました。

◇人権尊重意識の啓発・性別による固定的役割分担意識の解消

すべての人が性別にかかわりなく、個人として尊重されることは、日本国憲法で保障された

大切な権利であり、男女共同参画社会の実現には、必要不可欠です。一人ひとりが自分自身を

大切にする生き方ができるよう、意識啓発に重きを置き、取組を推進します。

◇若年層に対する啓発、教育

あらゆる暴力は人権侵害行為であり、決して許されるものではありません。ＤＶの背景には、

性別による固定的な役割分担意識や女性は社会性に乏しく理性的でない、などの固定観念が

男女差別を生み、女性への暴力支配を正当化する男性優位の社会構造へ繋がることから、固

定観念が定まらない若年層に対し、啓発や教育の取組を強化します。

◇審議会等への女性の登用促進

男女共同参画社会を実現するためには、男女が対等に政策や方針の立案・決定の場へ参画

することが重要ですが、政策や方針決定のできる指導的立場の女性の割合は依然少ない状況

が続いています。第３次わこうプランにおいて、計画期間までに数値目標を達成することができ

なかったため、取組を強化します。

◇男女共同参画行政の推進

男女共同参画社会の実現を目指すため、平成１７年（20０５年）に施行された和光市男女共

同参画推進条例を積極的に周知し、条例に基づいた計画の実現に取り組みます。
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７ 計画の体系

男女共同参画の実現を目指して

方針１ 人権尊重・男女平等意識の啓発

方針１ 暴力の根絶に向けた意識の浸透

方針２ 相談窓口の充実と周知

方針３ ＤＶ被害者の安全確保と自立支援の充実

【施策】

（１）ＤＶ被害者・児童虐待の早期発見と相談体制の充実

（２）市職員・相談員の資質の向上

【施策】

（１）ＤＶ被害者の情報保護の意識啓発

（２）ＤＶ被害者の安全確保のための支援

（３）自立に向けた支援

（４）心身の健康の回復に関する支援

（５）支援体制の強化と関係機関との連携

基本目標１

人権の尊重と男女

共同参画を進める

意識づくり

【施策】

（１）人権尊重意識の啓発・性別による固定的役割分担意識の

解消【重点】

（２）多様な性・多様な生き方への理解の促進

（３）男女平等教育の推進

基本目標２

配偶者等からの

暴力の根絶

DV 防止基本計画

【施策】

（１）ＤＶ、児童虐待防止のための意識啓発

（２）若年層に対する啓発、教育【重点】

【施策】

（１）リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康

と権利）についての意識啓発

（２）妊娠・出産・子育てを支える切れ目のない支援体制の強化

（３）ライフステージにおける健康支援

（４）スポーツ分野における男女共同参画の推進

方針２ 生涯を通じた健康支援
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【施策】

（１）地域・社会活動への参画促進

（２）地域における様々な子育て支援サービスの充実

（３）ひとり親家庭等の親子が安心して生活できる環境づくり

（４）高齢者・介護・障害者等が安心して暮らせる環境の整備

（５）多言語に対応した生活環境の整備

基本目標４

男女共同参画の推

進体制強化と地域

環境整備

方針１ 男女共同参画の視点を取り入れた防災対策の推進

【施策】

（１）男女共同参画行政の推進【重点】

（２）庁内における男女共同参画推進体制の強化

方針３ 男女共同参画の推進体制の整備・強化

方針１ 女性の就労・活躍の支援基本目標３

あらゆる分野におけ

る男女共同参画と

女性活躍の支援

女性活躍推進計画

【施策】

（１）女性の就労・起業支援

（２）農業等における男女共同参画の推進

方針２ 職場環境の整備促進

【施策】

（１）労働者の職場環境の整備

（２）男性の育児・介護休業制度などの積極的な取得の推進

（３）男女共同参画を阻害するハラスメント防止の徹底

（４）労働相談体制の充実

方針３ 政策・方針決定の場への女性の参画推進

【施策】

（１）ポジティブ・アクション（積極的に格差を是正する措置）の

推進

（２）審議会等への女性の登用促進【重点】

（３）政治への参画意識の高揚

方針２ 地域における男女共同参画の推進

【施策】

（１）防災分野における女性の参画拡大

（２）男女共同参画の視点を取り入れた地域防災活動の推進
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８ 計画の推進

本計画は、次の 3 つの機関と連携しながら推進していきます。

（１）和光市男女共同参画推進審議会（知識経験者、関係団体代表者、事業者、公募市民で構成）

男女共同参画の推進に関する重要事項を調査・審議し、計画の推進を図ります。

（２）和光市男女共同参画庁内連絡会議（各課所等の主査級以上の職員で構成）

各課所等との調整や男女共同参画に関する必要な調査及び検討を行います。また、職員の

男女共同参画意識の醸成に努めます。

（３）男女共同参画わこうプラン推進委員（公募市民で構成）

和光市男女共同参画情報紙「おるご～る」の企画・編集等を通じて、計画の推進を図ります。

９ 計画の進行管理

毎年度、施策の達成状況について担当課所等による自己評価を行い、計画の推進状況を把

握します。さらに、年次報告書を作成の上、和光市男女共同参画推進審議会、和光市男女共同

参画庁内連絡会議に報告し、その評価を受けながら取組を進めます。

10 ＳＤＧｓとの関係

あらゆる分野において、男女共同参画・女性活躍の視点を施策に反映し、取組を進めていく

ことが、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成につながります。

本計画においても、男女共同参画の施策を展開し、計画の着実な推進を図ることで、SDGｓ

の達成に貢献します。
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第３章 計画の内容



42



43

男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあ

らゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社

会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」と、男女共同参

画社会基本法で定められています。男女共同参画社会の実現に向けて、人権尊重意識や男女

平等意識の啓発・理解促進を図り、誰もが尊重され、個性や能力を十分に発揮し、健康に暮ら

せる環境づくりを進めます。

■方針１ 人権尊重・男女平等意識の啓発

人権尊重意識や男女平等意識の周知・啓発、学校教育における理解促進に努めます。また、

性的マイノリティへの理解促進や、当事者が直面している困難の解消に向けた支援体制を充実

させます。

施策１ 人権尊重意識の啓発・性別による固定的役割分担意識の解消【重点項目】

基本目標１ 人権の尊重と男女共同参画を進める意識づくり

No. 項目名
現状値

（令和元年度）

数値目標

（令和 12 年度）

１
「『社会通念・習慣など』で男女の地位は平等

である」とする市民の割合
16.3％ 30.0％

２
性別による固定的な役割分担意識に同感し

ない子どもの割合

中学生 60.6％

小学生 40.6％

それぞれ

80.0％

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

１
研修会・講演会等の

開催

人権に関する研修会・講演会等を開催し、市民の

理解を深め、差別は不当なものという人権尊重意

識を持てる人づくりに努めます。

総務人権課

生涯学習課

２
広報紙やホームページ

等による啓発

広報紙やホームページ等を活用し、人権尊重意識

の啓発、性別による固定的な役割分担意識、アン

コンシャス・バイアス（無意識の偏見）を生じさせな

い啓発、表現ガイドを用いて男女平等の視点での

表記の徹底を図ります。

総務人権課

秘書広報課

生涯学習課

３

男女共同参画情報紙

「おるご～る」の発行に

よる啓発

男女共同参画について理解を深めるため、継続的

に情報紙を発行し、より多くの市民に周知します。
総務人権課

４
市職員・教職員に対す

る啓発

人権問題及び性別による固定的な役割分担意識

解消の重要性について理解を深めるため、市職

員・教職員を対象とした研修等を行います。また、

無意識のうちにジェンダーにとらわれた指導等が

行われないよう、研修等を通じて、教職員の意識

向上を図ります。

総務人権課

職員課

学校教育課

指 標
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施策２ 多様な性・多様な生き方への理解の促進

施策３ 男女平等教育の推進

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

５

申請書・証明書等の公

文書における性別記載

欄の見直し

市で取り扱う申請書や証明書など各種書類にある

公文書のうち、法律・政令等で定められているもの

を除き、不必要な性別記載欄を削除します。

総務人権課

６

研修会等の開催、広報

紙やホームページ等に

よる啓発

性的マイノリティについて理解を深めるため、研修

会の開催や、広報紙・ホームページ等を活用し、啓

発を行います。必要に応じて職員対応マニュアルを

作成し、周知を行います。

総務人権課

７ 啓発・相談体制の充実

女性であることで更に複合的に困難な状況に置か

れている場合等について、人権教育・啓発活動の

促進や、人権侵害の疑いのある事案を認知した場

合、調査救済活動を進め、相談体制を充実させま

す。

総務人権課

学校教育課

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

８
学校教育全体を通じた

指導の充実

児童生徒の発達段階に応じて、学校教育全体を通

じた指導の充実を図るとともに、日常の学校の教

育活動やキャリア教育・進路指導などの様々な場

面での性別に基づく固定的な考え方や役割分担等

の見直しを図ります。

学校教育課

９
家庭や地域社会等の理

解と協力

学校教育の目標や育むべき資質・能力を家庭や地

域社会と共有したり、地域の教育資源を活用し、連

携して育む「社会に開かれた教育課程」を推進する

とともに、「子ども大学わこう」など、社会教育や生

涯学習と連携し、男女共同参画を進める意識づく

りに努めます。

学校教育課

生涯学習課
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■方針２ 生涯を通じた健康支援

望まない妊娠に関する相談の増加が社会問題となっていますが、あらゆる世代が、性と生殖

に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ※10）について関心を高め、正しい知識が

得られるよう、情報提供の充実に努めます。

また、女性に対して、妊娠・出産・子育てを支える切れ目のない支援体制の強化、ライフステー

ジに応じた健康支援、スポーツ分野における男女共同参画を推進します。

施策１ リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）についての意識啓発

施策２ 妊娠・出産・子育てを支える切れ目のない支援体制の強化

No. 項目名
現状値

（令和元年度）

数値目標

（令和 12 年度）

３
「性と生殖に関する健康と権利（リプロダクテ

ィブ・ヘルス／ライツ）」を知っている割合
4.3％ 20.0％

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

１０ 情報提供体制の充実

あらゆる世代が、性と生殖に関する健康と権利（リ

プロダクティブ・ヘルス／ライツ）について関心を高

め、正しい知識が得られるよう情報提供を行いま

す。

総務人権課

１１

児童生徒の発達段階に

応じた適切な性に関す

る指導の推進

児童生徒の発達段階を踏まえ、学校教育全体を通

じて、心身の発育・発達や病気の予防などに関する

知識を確実に身に付けること、生命の尊重や相手

を思いやることなどを重視した指導の充実を図り

ます。

学校教育課

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

１２

妊婦健診、乳幼児健診、

こんにちは赤ちゃん訪

問などの保健福祉の充

実

妊婦健診、乳幼児健診、こんにちは赤ちゃん訪問の

内容や未受診者対応等の充実を図り、必要な人は

支援事業へつなぐことで、安心安全な子育てがで

きるよう支援します。

ネウボラ課

１３

利用者支援事業（子育

て世代包括支援センタ

ー）の相談支援の充実

子ども家庭総合支援拠点と連携し、妊娠期から子

育て期まで継続して相談支援を実施し、必要なサ

ービス調整等を行います。

ネウボラ課

地域包括ケア課

１４

喫煙・受動喫煙、飲酒に

ついての正確な情報の

提供

喫煙・飲酒について、健康被害に関する正確な情

報の提供を行い、喫煙・飲酒が胎児や生殖機能に

影響を及ぼすことなど十分な情報提供に努めま

す。

保健センター

１５
男性の子育て参画のた

めの環境整備

産後うつのリスクを踏まえ、男性の育児参画を

促すために、公園、公共性の高い建築物におい

て、多目的トイレ等の整備を推進します。

資産戦略課

公園みどり課

指 標
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施策 3 ライフステージにおける健康支援

施策 4 スポーツ分野における男女共同参画の推進

※身体活動…安静にしている状態より多くのエネルギーを消費するすべての動作のこと。「健康づくりの

ための身体活動基準 2013」において定義。

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

１６ 相談体制の充実
女性の健康をめぐる様々な問題について、心の悩

みも含めた女性相談の充実に努めます。
市民活動推進課

１７
ＨＩＶ／エイズ等性感染

症に関する普及・啓発

ＨＩＶ／エイズや性感染症の蔓延防止及び感染者へ

の差別・偏見の解消を図るため、正しい知識の普

及・啓発を行います。

保健センター

学校教育課

１８ 更年期の健康支援

性ホルモンの低下や社会的要因の影響により、更

年期以降に発生する女性特有の疾患に対応した子

宮頸がん・乳がん検診や骨粗しょう症検診を実施

し、受診率の向上及び特定健康診査・特定保健指

導の受診率向上を図ります。

保健センター

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

１９ 情報提供体制の充実

アスリート等に対する各種ハラスメントなどについ

て、スポーツ少年団の指導者・保護者を対象とした

研修等を通して、意識向上・啓発を図ります。

スポーツ青少

年課

２０
運動・スポーツ習慣の推

進

生涯にわたる健康づくりのため、運動習慣の定着

や身体活動量※の増加に向けた情報と機会を提供

します。

保健センター

スポーツ青少

年課
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配偶者や恋人等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス、以下「ＤＶ」という。）は、犯罪とな

る重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を実現する上で解決すべき重要な課題です。あら

ゆる暴力の根絶に向けて、暴力を許さない意識の醸成や、幅広い年齢層に向けた周知や教育

を進めます。また、ＤＶ被害者の相談体制や安全に配慮した保護体制の強化、自立支援の充実

を図ります。

■方針１ 暴力の根絶に向けた意識の浸透

さまざまな媒体を活用した広報・啓発活動、若年層に向けた教育・啓発を進め、暴力の防止

に向け、意識の醸成を図ります。

施策１ ＤＶ、児童虐待防止のための意識啓発

施策２ 若年層に対する啓発、教育【重点項目】

基本目標２ 配偶者等からの暴力の根絶

No. 項目名
現状値

（令和元年度）

数値目標

（令和 12 年度）

4
配偶者や恋人間におけるＤＶに対する認識の

割合

身体的 97.8％

精神的 91.1％

経済的 77.6％

性 的 91.5％

すべて 100％

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

２１
広報紙やホームページ

等の活用

ＤＶ根絶、児童虐待防止に向けて、絶対に許さない

という意識啓発を、市民に対して図ります。
総務人権課

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

２２
学校における人権教育

の推進

加害者にも被害者にもならないために、人と人と

のより良い関係（対等、性別による固定的役割を

持たないなど）を学ぶなど、人権、男女平等を学習

する機会を充実させます。

学校教育課

２３
デートＤＶ防止セミナー

の開催

男女の対等なパートナーシップを理解し、暴力を伴

わない人間関係を構築するよう、交際相手からの

暴力の問題について考える機会の拡充、教育・学

習の充実を図ります。

総務人権課

学校教育課

２４

インターネットの適切な

利用や危険性に関する

教育・啓発

インターネット上の性的な暴力及びストーカーの被

害者にも加害者にもならないために、インターネッ

トの安全・安心な利用やインターネットの危険性に

関する教育・広報啓発の充実を図ります。

学校教育課

スポーツ青少

年課

指 標
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■方針２ 相談窓口の充実と周知

ＤＶ被害の早期発見と未然防止に向け、関係機関との連携を図り、相談窓口を周知するとと

もに、二次被害防止のために研修に参加し、職員等の資質向上に取り組みます。

施策１ ＤＶ被害者・児童虐待の早期発見と相談体制の充実

施策２ 市職員・相談員の資質の向上

No. 項目名
現状値

（令和元年度）

数値目標

（令和 12 年度）

5 子ども家庭総合支援拠点の整備数 0 か所 1 か所

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

２５
ＤＶ被害者・児童虐待の

早期発見

相談、健診（検診）等の事業において、ＤＶ被害者を

早期発見するよう努めます。

地域包括ケア課

関係各課

２６ 相談窓口の周知と充実
ＤＶ被害者が孤立して悩むことがないよう相談窓

口の周知を図ります。

地域包括ケア課

ネウボラ課

学校教育課

市民活動推進課

総務人権課

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

２７
ＤＶに関する研修への

参加

市職員や相談員がＤＶ相談に適切に対応するため

に、ＤＶに関する研修への参加及び情報共有を図

ります。

地域包括ケア課

指 標
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ｄ■方針３ ＤＶ被害者の安全確保と自立支援の充実

庁内及び関係機関との連携を強化し、ＤＶ被害者とその子どもの安全確保と自立、心身の健

康の回復に関する支援に取り組みます。

施策１ ＤＶ被害者の情報保護の意識啓発

施策２ ＤＶ被害者の安全確保のための支援

施策３ 自立に向けた支援

施策４ 心身の健康の回復に関する支援

施策５ 支援体制の強化と関係機関との連携

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

２８
ＤＶ被害者の情報保護

の意識啓発

ＤＶ被害者の情報保護が適正に行われるよう、庁

内職員一人ひとりの意識の啓発に努めます。
地域包括ケア課

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

２９
緊急時における一時保

護の支援

一時保護が実施されるまでの安全を確保するた

め、同行・助言などの支援を行うとともに、保護施

設と連携し、必要な情報を共有します。

地域包括ケア課

社会援護課

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

３０
生活支援に関する情報

提供及び支援の実施

ＤＶ被害者の自立に向け、関係部署が連携を図り、

生活支援に関する（経済的支援、住宅確保、就労

支援等）情報提供及び支援を実施します。

地域包括ケア課

社会援護課

３１ 保育・就学等の支援
保育所等・幼稚園・学校・学童クラブ等と連携し、

転入園・転入学等の手続きの支援を行います。

保育サポート課

保育施設課

学校教育課

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

３２ 相談窓口の周知と充実

ＤＶ被害者及びその子どもの心身の健康の回復の

ため、相談窓口の周知を図るとともに、精神保健

相談などの各種相談事業の充実を図ります。

地域包括ケア課

保健センター

市民活動推進課

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

３３ 庁内連携の強化

ＤＶ相談及び支援に関係する部署で構成する和光

市要保護児童対策地域協議会実務者会議を開催

し、関係部署の連携を図ります。

また、被害者の意向に応じて情報共有を図ったり、

ＤＶ被害者の転出入に係る市区町村や近隣市等と

連携を図ります。

地域包括ケア課
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性別にかかわりなく、あらゆる場面で、誰もが自分の能力を十分に発揮できる環境づくりは、

社会全体で取り組むべき重要な課題です。男性中心型労働慣行＊を解消し、男女ともに働きや

すい環境の整備に取り組むとともに、地域や政治などあらゆる場面で、男女が対等に参画でき

るよう、女性登用を積極的に推進します。

＊男性中心型労働慣行：年功序列、正社員、転勤、長時間労働などの働き方を前提とする労働慣行。

■方針１ 女性の就労・活躍の支援

起業や再就職等、女性のチャレンジを支援し、また、農業など就労の場において、女性が働き

やすい環境づくりを推進するため、情報提供、啓発をします。

施策１ 女性の就労・起業支援

施策２ 農業等における男女共同参画の推進

基本目標３ あらゆる分野における男女共同参画と女性活躍の支援

No. 項目名
現状値

（令和元年度）

数値目標

（令和 12 年度）

6 多様な働き方実践企業認定数 21 件 70 件

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

３４
研修会等の開催や情報

提供

女性の就労をサポートするため、再就職支援のた

めのセミナー等の開催及び情報提供を図ります。
総務人権課

３５ 情報提供体制の充実

就職や起業、地域活動等にチャレンジしようと考え

ている女性を支援するため、情報提供体制の充実

を図ります。

産業支援課

３６ 職場環境改善の推進

埼玉県の認定制度である、「多様な働き方実践企

業認定制度※１ 1」を周知し、職場環境の改善を促

し、認定企業を増やすことで女性の就労支援を図

ります。

総務人権課

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

３７

農業等における男女共

同参画経営に関する啓

発

女性が家族従業者として果たしている役割の重要

性が適正に評価されるよう啓発に努めるととも

に、男女共同参画推進のため、家族経営協定※１2

の周知など定期的に情報提供を行います。また、

女性の活躍推進に取り組む優良経営体の情報を

提供します。

産業支援課

指 標
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■方針２ 職場環境の整備促進

男女ともに仕事と家庭生活を両立できるよう、働き方改革や、男性の育児・介護休業の取得

等を推進し、職場における環境整備に取り組みます。また、職場における各種ハラスメントの防

止や、労働問題の解決のために、研修や相談体制の充実を図ります。

施策１ 労働者の職場環境の整備

施策２ 男性の育児・介護休業制度などの積極的な取得の推進

施策３ 男女共同参画を阻害するハラスメント防止の徹底

施策４ 労働相談体制の充実

No. 項目名
現状値

（令和元年度）

数値目標

（令和 12 年度）

7 市男性職員における育児休業取得率の割合 27.3％ 40.0％

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

３８ 労働関連法令の周知

ワーク・ライフ・バランスの実現のため、「労働施策

総合推進法」や「女性活躍推進法」、「労働基準法」

等の労働関連法令の周知を図ります。

総務人権課

産業支援課

３９
長時間労働の是正と多

様な働き方改革の推進

労働者が男女ともに職業生活と家庭生活、地域活

動に参加できるよう、職場の働き方改革（長時間

労働の是正等）を推進し、働きやすい環境を整備し

ます。また、事業所に対してテレワークに対応でき

るようスキルアップ講座の情報提供などを行いま

す。

職員課

産業支援課

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

４０

「男女雇用機会均等法」

「育児・介護休業法」等

の周知及び推進

男女ともに子育て・介護をしながら働き続けること

ができるよう、多様な休暇制度の周知や職場環境

の改善に取り組みます。

職員課

産業支援課

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

４１
情報提供体制及び研修

の充実

「労働施策総合推進法」により、セクシュアルハラス

メント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント

等の男女共同参画を阻害するハラスメント防止の

ため、啓発を行います。また、市職員に対して、研

修強化を徹底します。

職員課

産業支援課

社会援護課

長寿あんしん課

保育施設課

学校教育課

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

４２ 相談体制の充実

職場における差別や各種ハラスメント等の労働問

題の解決のため、各種相談体制の充実及び外部相

談窓口の適切な運用を図ります。

職員課

産業支援課

指 標
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■方針３ 政策・方針決定の場への女性の参画推進

性別にかかわりなく、あらゆる場面に参画するために、企業の役員等や審議会等委員への積

極的な女性登用を推進するとともに、人材育成に向けた研修等の実施や、将来を担う若年層へ

の啓発にも取り組みます。

施策１ ポジティブ・アクション（積極的に格差を是正する措置）※13 の推進

施策２ 審議会等への女性の登用促進【重点項目】

No. 項目名
現状値

（令和元年度）

数値目標

（令和 12 年度）

８ 市の審議会等における女性比率 37.0％ 50.0％

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

４３
方針決定の場への女性

の参画促進

役員等への女性登用を進めるため、ポジティブ・ア

クション（積極的に格差を是正する措置）に関する

情報を幅広く提供します。

総務人権課

４４
市の女性職員の管理職

への登用

市政運営において男女共同参画を推進するため、

市の女性職員の管理職への登用を促進します。ま

た、研修等を充実させ、人材育成を推進します。

職員課

４５
企業における女性の参

画拡大

女性活躍の裾野を広げるため、一般事業主行動計

画の策定に向けて、新たに義務付けられる企業等

が行うポジティブ・アクション等の取組内容につい

て、あらゆる機会を通じて事業主に対して周知し、

円滑な施行を図ります。

産業支援課

４６ 職場環境改善の推進

市が行う総合評価方式の競争入札において、女性

活躍推進法に基づく認定を受けた事業主を対象に

加点評価することにより、事業所等における男女

共同参画を推進します。

財政課

４７
地域における女性の参

画拡大

自治会、地域に根差した組織・団体における政策・

方針決定過程の場への女性の参画拡大を図りま

す。

市民活動推進課

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

４８
審議会等委員の男女均

等の促進

審議会等委員に女性を積極的に登用するための

取組を推進し、女性比率の現状を改善して、女性

委員のいない審議会等を解消します。

総務人権課

指 標
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施策３ 政治への参画意識の高揚

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

４９ 若者に対する啓発

18 歳選挙権に合わせた啓発事業や将来の有権者

に向けた若年層への選挙啓発を行い、関心を高め

る取組を行います。

選挙管理委員

会事務局

５０
市議会における取組の

推進

女性や幅広い層が議員として参画し、活躍しやす

い環境整備を行います。
議事課
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誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指し、男女共同参画の視点を取り入れた防災対策を

進めます。さらに、さまざまな生活上の困難を抱えた人が安心して暮らせる環境を整備します。

また、男女共同参画社会の実現に向け、庁内における連携強化を図るとともに、男女共同参画

に関する情報の積極的な周知に努めます。

■方針１ 男女共同参画の視点を取り入れた防災対策の推進

防災会議や避難所運営等への女性の参画を促進します。また、地域防災計画や避難所運営

マニュアル等に女性の視点を取り入れ、防災対策における男女共同参画の周知・啓発を進めま

す。

施策１ 防災分野における女性の参画拡大

施策２ 男女共同参画の視点を取り入れた地域防災活動の推進

基本目標４ 男女共同参画の推進体制強化と地域環境整備

No. 項目名
現状値

（令和元年度）

数値目標

（令和 12 年度）

９ 和光市ＢＯＳＡＩまちづくり伝道師認定者数 ３８人 １００人

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

５１
防災対策における女性

の参画拡大の促進

男女双方の意見を幅広く取り入れるため、防災会

議等における女性委員の参画拡大を図ります。
危機管理室

５２
自主防災組織等におけ

る女性の参画の促進

自主防災組織や避難所運営等における女性の参

画を促進し、多様な世代・立場の女性の意見が適

正に反映される機会や仕組み作りに努めるととも

に、女性リーダーの育成を図ります。

危機管理室

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

５３
女性の視点を取り入れ

た防災対策の推進

市が作成する地域防災計画や避難所運営マニュア

ル等に男女共同参画の視点を取り入れて作成し、

市民や自治会等へ周知・啓発を図ります。

危機管理室

指 標
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■方針２ 地域における男女共同参画の推進

男女ともに地域活動への参画を促進するとともに、仕事との両立が図れるよう、地域での子

育て支援の充実に努めます。また、ひとり親家庭や高齢者、外国人等あらゆる人が安心して地

域で暮らせる環境を整備します。

施策１ 地域・社会活動への参画促進

施策２ 地域における様々な子育て支援サービスの充実

No. 項目名
現状値

（令和元年度）

数値目標

（令和 12 年度）

10
家庭生活において、地域行事を「共同して分

担」している市民の割合
26.8％ 50.0％

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

５４
地域における活動の支

援

自治会、地区社会福祉協議会、市民活動団体等に

おいて、男女が共に参画するために、女性が関わり

やすい制度や組織作りに取り組み、地域・社会活動

の支援を行います。

市民活動推進課

地域包括ケア課

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

５５
子育て支援に関する情

報提供の充実

子育てガイドブックや市のホームページ等の他、母

子保健事業や子ども・子育て支援事業等の機会を

活用し、子育て支援に関する様々な情報提供を行

います。

ネウボラ課

５６
保育・子育て支援サー

ビスの充実

安心して働きながら子育てができるよう保育所等

の整備を継続して行うとともに、多様な保育ニー

ズに応えるため、安心して子育てできる環境を整

備します。

保育サポート課

保育施設課

ネウボラ課

生涯学習課

５７
父親の子育て参加の

推進

男性の子育て参加を促進し、男女平等の子育て環

境を作るために、妊娠、出産、育児について父母が

共に参加できる機会を提供します。

ネウボラ課

指 標
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施策３ ひとり親家庭等の親子が安心して生活できる環境づくり

施策４ 高齢者・介護・障害者等が安心して暮らせる環境の整備

施策５ 多言語に対応した生活環境の整備

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

５８ 情報提供体制の充実

市のホームページや広報等でひとり親家庭支援制

度の周知を図るとともに、ひとり親や離婚検討中

の市民に対し、就労や生活、経済的な支援等の制

度について周知を図ります。

ネウボラ課

保育サポート課

５９ 相談体制の充実

母子・父子自立支援員が、ひとり親家庭が抱える

様々な課題や個別ニーズに応じて、必要なサービ

スにつなげるとともに継続的に相談支援を行いま

す。

ネウボラ課

６０
学習支援や進路選択に

関する支援の充実

家庭の経済状況等によって、子どもの進学機会や

学力・意欲の差が生じないよう、学習支援や進路

選択に関する相談等の支援を行います。

学校教育課

地域包括ケア課

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

６１
相談・情報提供・支援サ

ービス体制の充実

生活全般に関わる様々な問題についての相談や、

保険・医療・介護・福祉サービスの利用援助、情報

提供等を行う総合的な相談・情報提供体制を整備

し、高齢者や障害者の地域での生活を援助します。

長寿あんしん課

社会援護課

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

６２

外国語による情報提供

等の行政サービスの充

実

外国人が安心して暮らせる環境の整備として、日

常生活において必要な情報を、やさしい日本語や

外国語で表記し、誰もが行政サービスを受けられ

る体制づくりを整備します。

総務人権課
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■方針３ 男女共同参画の推進体制の整備・強化

男女共同参画社会の実現において、行政の果たす役割は大きいことから、庁内における連携

体制の強化に努めるとともに、和光市男女共同参画推進条例等の周知等を行い、率先して男

女共同参画を推進します。

施策１ 男女共同参画行政の推進【重点項目】

施策２ 庁内における男女共同参画推進体制の強化

No. 項目名
現状値

（令和元年度）

数値目標

（令和 12 年度）

11
和光市男女共同参画推進条例を「知ってい

る」人の割合
36.1％ 70.0％

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

６３
和光市男女共同参画推

進条例についての周知

パネル展の開催等において、和光市男女共同参画

推進条例の周知に努めます。また権利が侵害され

た場合の相談窓口、救済機関等について、周知を

行います。

総務人権課

Ｎｏ. 事業名 事業内容 担当課

６４

庁内連絡会議を通じた

相互の連絡調整及び総

合的な施策の推進

男女共同参画庁内連絡会議を通じて、各課所等と

の連携を図り、全庁的に男女共同参画推進体制を

強化します。

総務人権課

指 標
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１ 日本国憲法（抜粋）

日 本 国 憲 法

昭和２１年１１月３日 公布

昭和２２年５月３日 施行

（日本国憲法より一部抜粋）

〔基本的人権の享有〕

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を

妨げられない。この憲法が国民に保障する基本

的人権は、侵すことのできない永久の権利とし

て、現在及び将来の国民に与へられる。

〔個人の尊重と公共の福祉〕

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に

ついては、公共の福祉に反しない限り、立法そ

の他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

〔法の下の平等〕

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、

人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、

政治的、経済的又は社会的関係において、差別

されない。

２、３項略

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成

立し、夫婦が同等の権利を有することを基本と

して、相互の協力により、維持されなければな

らない。

２ 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、

離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事

項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本

質的平等に立脚して、制定されなければならな

い。
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２ 男女共同参画社会基本法

男女共同参画社会基本法

平成１１年６月２３日法律第７８号

最終改正：平成１１年１２月２２日法律第１６０号

平成１３年１月６日 施行

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と

法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向け

た様々な取組が、国際社会における取組とも連動

しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努

力が必要とされている。

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟

化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応

していく上で、男女が、互いにその人権を尊重し

つつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、そ

の個性と能力を十分に発揮することができる男

女共同参画社会の実現は、緊要な課題となってい

る。

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会

の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最

重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野におい

て、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の推進を図っていくことが重要である。

ここに、男女共同参画社会の形成についての基

本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向

かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画

社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に

推進するため、この法律を制定する。

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、か

つ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活

力ある社会を実現することの緊要性にかんが

み、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念

を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責

務を明らかにするとともに、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策の基本となる事項

を定めることにより、男女共同参画社会の形成

を総合的かつ計画的に推進することを目的と

する。

（定義）

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の

対等な構成員として、自らの意思によって社

会のあらゆる分野における活動に参画する

機会が確保され、もって男女が均等に政治的、

経済的、社会的及び文化的利益を享受するこ

とができ、かつ、共に責任を担うべき社会を

形成することをいう。

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係

る男女間の格差を改善するため必要な範囲

内において、男女のいずれか一方に対し、当

該機会を積極的に提供することをいう。

（男女の人権の尊重）

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人

としての尊厳が重んぜられること、男女が性別

による差別的取扱いを受けないこと、男女が個

人として能力を発揮する機会が確保されるこ

とその他の男女の人権が尊重されることを旨

として、行われなければならない。

（社会における制度又は慣行についての配慮）

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、

社会における制度又は慣行が、性別による固定

的な役割分担等を反映して、男女の社会におけ

る活動の選択に対して中立でない影響を及ぼ

すことにより、男女共同参画社会の形成を阻害

する要因となるおそれがあることにかんがみ、

社会における制度又は慣行が男女の社会に お

ける活動の選択に対して及ぼす影響をできる

限り中立なものとするように配慮されなけれ

ばならない。

（政策等の立案及び決定への共同参画）

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社
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会の対等な構成員として、国若しくは地方公共

団体における政策又は民間の団体における方

針の立案及び決定に共同して参画する機会が

確保されることを旨として、行われなければな

らない。

（家庭生活における活動と他の活動の両立）

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成

する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、

子の養育、家族の介護その他の家庭生活におけ

る活動について家族の一員としての役割を円

滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行う

ことができるようにすることを旨として、行わ

れなければならない。

（国際的協調）

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際

社会における取組と密接な関係を有している

ことにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、

国際的協調の下に行われなければならない。

（国の責務）

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女

共同参画社会の形成についての基本理念（以下

「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善

措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及

び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、

男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施

策に準じた施策及びその他のその地方公共団

体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実

施する責務を有する。

（国民の責務）

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他

の社会のあらゆる分野において、基本理念にの

っとり、男女共同参画社会の形成に寄与するよ

うに努めなければならない。

（法制上の措置等）

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策を実施するため必要な法制上

又は財政上の措置その他の措置を講じなけれ

ばならない。

（年次報告等）

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画

社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策について

の報告を提出しなければならない。

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参

画社会の形成の状況を考慮して講じようとす

る男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策を明らかにした文書を作成し、これを国会に

提出しなければならない。

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関す

る基本的施策

（男女共同参画基本計画）

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の総合的かつ計画的な 推進を

図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関

する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計

画」という。）を定めなければならない。

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項に

ついて定めるものとする。

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策の大綱

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するために必要な事項

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を

聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、

閣議の決定を求めなければならない。

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決

定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基

本計画を公表しなければならない。

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変

更について準用する。

（都道府県男女共同参画計画等）

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を

勘案して、当該都道府県の区域における男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策につい

ての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参

画計画」という。）を定めなければならない。

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事

項について定めるものとする。

一 都道府県の区域において総合的かつ長期

的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の大綱

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域
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における男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府

県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の

区域における男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策についての基本的な計画（以下

「市町村男女共同参画計画」という。）を定める

ように努めなければならない。

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参

画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。

（施策の策定等に当たっての配慮）

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画

社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策

を策定し、及び実施するに当たっては、男女共

同参画社会の形成に配慮しなければならない。

（国民の理解を深めるための措置）

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を

通じて、基本理念に関する国民の理解を深める

よう適切な措置を講じなければならない。

（苦情の処理等）

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策又は男女共同参

画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施

策についての苦情の処理のために必要な措置

及び性別による差別的取扱いその他の男女共

同参画社会の形成を阻害する要因によって人

権が侵害された場合における被害者の救済を

図るために必要な措置を講じなければならな

い。

（調査研究）

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男

女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する

調査研究その他の男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の策定に必要な調査研究を

推進するように努めるものとする。

（国際的協調のための措置）

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際

的協調の下に促進するため、外国政府又は国際

機関との情報の交換その他男女共同参画社会

の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推

進を図るために必要な措置を講ずるように努

めるものとする。

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策及び民

間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に

関して行う活動を支援するため、情報の提供そ

の他の必要な措置を講ずるように努めるもの

とする。

第三章 男女共同参画会議

（設置）

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下

「会議」という。）を置く。

（所掌事務）

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさど

る。

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第

三項に規定する事項を処理すること。

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又

は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社

会の形成の促進に関する基本的な方針、基本

的な政策及び重要事項を調査審議すること。

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、

必要があると認めるときは、内閣総理大臣及

び関係各大臣に対し、意見を述べること。

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の実施状況を監視し、及

び政府の施策が男女共同参画社会の形成に

及ぼす影響を調査し、必要があると認めると

きは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、

意見を述べること。

（組織）

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内

をもって組織する。

（議長）

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充て

る。

２ 議長は、会務を総理する。

（議員）

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充て

る。

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、
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内閣総理大臣が指定する者

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識

見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任

命する者

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議

員の総数の十分の五未満であってはならない。

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか

一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数

の十分の四未満であってはならない。

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。

（議員の任期）

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、

二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前

任者の残任期間とする。

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されること

ができる。

（資料提出の要求等）

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するた

めに必要があると認めるときは、関係行政機関

の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他

の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な

協力を求めることができる。

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に

必要があると認めるときは、前項に規定する者

以外の者に対しても、必要な協力を依頼するこ

とができる。

（政令への委任）

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の

組織及び議員その他の職員その他会議に関し

必要な事項は、政令で定める。

附 則 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

（男女共同参画審議会設置法の廃止）

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法

律第七号）は、廃止する。

（経過措置）

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参

画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」とい

う。）第一条の規定により置かれた男女共同参

画審議会は、第二十一条第一項の規定により置

かれた審議会となり、同一性をもって存続する

ものとする。

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第

四条第一項の規定により任命された男女共同

参画審議会の委員である者は、この法律の施行

の日に、第二十三条第一項の規定により、審議

会の委員として任命されたものとみなす。この

場合において、その任命されたものとみなされ

る者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、

同日における旧審議会設置法第四条第二項の

規定により任命された男女共同参画審議会の

委員としての任期の残任期間と同一の期間と

する。

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第

五条第一項の規定により定められた男女共同

参画審議会の会長である者又は同条第三項の

規定により指名された委員である者は、それぞ

れ、この法律の施行の日に、第二十四条第一項

の規定により審議会の会長として定められ、又

は同条第三項の規定により審議会の会長の職

務を代理する委員として指名されたものとみ

なす。

附 則 （平成一一年七月一六日法律第一〇

二号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法

律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第

三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条

の規定公布の日

（職員の身分引継ぎ）

第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、

法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農

林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働

省、建設省又は自治省（以下この条において「従

前の府省」という。）の職員（国家行政組織法（昭

和二十三年法律第百二十号）第八条の審議会等

の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委

員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに

これらに類する者として政令で定めるものを

除く。）である者は、別に辞令を発せられない限

り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行

後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、

文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産
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業省、国土交通省若しくは環境省（以下この条

において「新府省」という。）又はこれに置かれ

る部局若しくは機関のうち、この法律の施行の

際現に当該職員が属する従前の府省又はこれ

に置かれる部局若しくは機関の相当の新府省

又はこれに置かれる部局若しくは機関として

政令で定めるものの相当の職員となるものと

する。

（別に定める経過措置）

第三十条 第二条から前条までに規定するもの

のほか、この法律の施行に伴い必要となる経過

措置は、別に法律で定める。

附 則 （平成一一年一二月二二日 法律第

一六〇号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、

平成十三年一月六日から施行する。
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３ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

平成１３年法律第３１号

最終改正：令和元年法律第４６号

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と

法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等

の実現に向けた取組が行われている。

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行

為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわら

ず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこな

かった。

また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場

合女性であり、経済的自立が困難である女性に対

して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を

害し、男女平等の実現の妨げとなっている。

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平

等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防

止し被害者を保護するための施策を講ずること

が必要である。このことは、女性に対する暴力を

根絶しようと努めている国際社会における取組

にも沿うものである。

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、

保護、自立支援等の体制を整備することにより、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図

るため、この法律を制定する。

第一章 総則

（定義）

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」

とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に

対する不法な攻撃であって生命又は身体に危

害を及ぼすものをいう。以下同じ）又はこれに

準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下こ

の項及び第二十八条の二において「身体に対す

る暴力等」と総称する）をいい、配偶者からの

身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離

婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあ

っては、当該配偶者であった者から引き続き受

ける身体に対する暴力等を含むものとする。

２ この法律において「被害者」とは、配偶者か

らの暴力を受けた者をいう。

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出

をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含み「離婚」には、婚姻の届出をし

ていないが事実、上婚姻関係と同様の事情にあ

った者が、事実上離婚したと同様の事情に入る

ことを含むものとする。

（国及び地方公共団体の責務）

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴

力を防止するとともに、被害者の自立を支援す

ることを含め、その適切な保護を図る責務を有

する。

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等

（基本方針）

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法

務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条

第五項において「主務大臣」という）は、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策に関する基本的な方針（以下この条並び

に次条第一項及び第三項において「基本方針」

という）を定めなければならない。

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、

次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三

項の市町村基本計画の指針となるべきものを

定めるものとする。

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する基本的な事項

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の内容に関する事項

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する重要

事項

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変

更しようとするときは、あらかじめ、関係行政

機関の長に協議しなければならない。

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。
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（都道府県基本計画等）

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当

該都道府県における配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護のための施策の実施に関す

る基本的な計画（以下この条において「都道府

県基本計画」という）を定めなければならない。

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する基本的な方針

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の実施内容に関する事項

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する重要

事項

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ）は、基本

方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案し

て、当該市町村における配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護のための施策の実施に関

する基本的な計画（以下この条において「市町

村基本計画」という）を定めるよう努めなけれ

ばならない。

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又

は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都

道府県基本計画又は市町村基本計画の作成の

ために必要な助言その他の援助を行うよう努

めなければならない。

第二章 配偶者暴力相談支援センター等

（配偶者暴力相談支援センター）

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦

人相談所その他の適切な施設において、当該各

施設が配偶者暴力相談支援センターとしての

機能を果たすようにするものとする。

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設

において、当該各施設が配偶者暴力相談支援セ

ンターとしての機能を果たすようにするよう

努めるものとする。

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲

げる業務を行うものとする。

一 被害者に関する各般の問題について、相談

に応ずること又は婦人相談員若しくは相談

を行う機関を紹介すること。

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医

学的又は心理学的な指導その他の必要な指

導を行うこと。

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合

にあっては、被害者及びその同伴する家族。

次号第六号 第五条 第八条の三及び第九条

において同じの緊急時における安全の確保

及び一時保護を行うこと。

四 被害者が自立して生活することを促進す

るため 就業の促進、住宅の確保援護等に関

する制度の利用等について、情報の提供、助

言、関係機関との連絡調整その他の援助を行

うこと。

五 第四章に定める保護命令の制度の利用に

ついて、情報の提供、助言、関係機関への連

絡その他の援助を行うこと。

六 被害者を居住させ保護する施設の利用に

ついて、情報の提供、助言、関係機関との連

絡調整その他の援助を行うこと。

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自

ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満た

す者に委託して行うものとする。

５ 配偶者暴力相談支援センターはその業務を

行うに当たっては必要に応じ配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護を図るための活動

を行う民間の団体との連携に努めるものとす

る。

（婦人相談員による相談等）

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必

要な指導を行うことができる。

（婦人保護施設における保護）

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害

者の保護を行うことができる。

第三章 被害者の保護

（配偶者からの暴力の発見者による通報等）

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者で

あった者からの身体に対する暴力に限る。以下

この章において同じ）を受けている者を発見し

た者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター

又は警察官に通報するよう努めなければなら

ない。

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行う

に当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又

は疾病にかかったと認められる者を発見した

ときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター

又は警察官に通報することができる。この場合

において、その者の意思を尊重するよう努める

ものとする。

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏
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示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の

規定は、前二項の規定により通報することを妨

げるものと解釈してはならない。

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行う

に当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又

は疾病にかかったと認められる者を発見した

ときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援セ

ンター等の利用について、その有する情報を提

供するよう努めなければならない。

（配偶者暴力相談支援センターによる保護につ

いての説明等）

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者

に関する通報又は相談を受けた場合には、必要

に応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定に

より配偶者暴力相談支援センターが行う業務

の内容について説明及び助言を行うとともに、

必要な保護を受けることを勧奨するものとす

る。

（警察官による被害の防止）

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴

力が行われていると認めるときは、警察法（昭

和二十九年法律第百六十二号、警察官職務執行

法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の

法令の定めるところにより、暴力の制止、被害

者の保護その他の配偶者からの暴力による被

害の発生を防止するために必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。

（警察本部長等の援助）

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部

長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く

方面については、方面本部長。第十五条第三項

において同じ）。又は警察署長は、配偶者からの

暴力を受けている者から、配偶者からの暴力に

よる被害を自ら防止するための援助を受けた

い旨の申出があり、その申出を相当と認めると

きは、当該配偶者からの暴力を受けている者に

対し、国家公安委員会規則で定めるところによ

り、当該被害を自ら防止するための措置の教示

その他配偶者からの暴力による被害の発生を

防止するために必要な援助を行うものとする。

（福祉事務所による自立支援）

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四

十五号）に定める福祉に関する事務所（次条に

おいて「福祉事務所」という）は、生活保護法

（昭和二十五年法律第百四十四号、児童福祉法

（昭和二十二年法律第百六十四号、母子及び父

子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二

十九号）その他の法令の定めるところにより、

被害者の自立を支援するために必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。

（被害者の保護のための関係機関の連携協力）

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県

警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府

県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、

被害者の保護を行うに当たっては、その適切な

保護が行われるよう、相互に連携を図りながら

協力するよう努めるものとする。

（苦情の適切かつ迅速な処理）

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に

係る職員の職務の執行に関して被害者から苦

情の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれ

を処理するよう努めるものとする。

第四章 保護命令

（保護命令）

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力

又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身

体に対し害を加える旨を告知してする脅迫を

いう。以下この章において同じ）を受けた者に

限る。以下この章において同じ）が、配偶者か

らの身体に対する暴力を受けた者である場合

にあっては配偶者からの更なる身体に対する

暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた

後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り

消された場合にあっては、当該配偶者であった

者から引き続き受ける身体に対する暴力。第十

二条第一項第二号において同じ。）により、配偶

者からの生命等に対する脅迫を受けた者であ

る場合にあっては配偶者から受ける身体に対

する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を

受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻

が取り消された場合にあっては、当該配偶者で

あった者から引き続き受ける身体に対する暴

力 同号において同じにより、その生命又は身

体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき

は、裁判所は、被害者の申立てにより、その生

命又は身体に危害が加えられることを防止す

るため、当該配偶者（配偶者からの身体に対す

る暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、

被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消され

た場合にあっては、当該配偶者であった者。

以下この条、同項第三号及び第四号並びに第十

八条第一項において同じ。）に対し、次の各号に

掲げる事項を命ずるものとする。ただし、第二

号に掲げる事項については、申立ての時におい

て被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共に
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する場合に限る。

一 命令の効力が生じた日から起算して六月

間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の

本拠としている住居を除く。以下この号にお

いて同じ。）その他の場所において被害者の

身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務

先その他その通常所在する場所の付近をは

いかいしてはならないこと。

二 命令の効力が生じた日から起算して二月

間、被害者と共に生活の本拠としている住居

から退去すること及び当該住居の付近をは

いかいしてはならないこと。

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一

号の規定による命令を発する裁判所又は発し

た裁判所は、被害者の申立てにより、その生命

又は身体に危害が加えられることを防止する

ため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた

日以後、同号の規定による命令の効力が生じた

日から起算して六月を経過する日までの間、被

害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為

もしてはならないことを命ずるものとする。

一 面会を要求すること。

二 その行動を監視していると思わせるよう

な事項を告げ、又はその知り得る状態に置く

こと。

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを

得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、

ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは

電子メールを送信すること。

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時か

ら午前六時までの間に、電話をかけ、ファク

シミリ装置を用いて送信し、又は電子メール

を送信すること。

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は

嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は

その知り得る状態に置くこと。

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知

り得る状態に置くこと。

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若し

くはその知り得る状態に置き、又はその性的

羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付

し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者

がその成年に達しない子（以下この項及び次項

並びに第十二条第一項第三号において単に「子」

という。）と同居しているときであって、配偶者

が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を

行っていることその他の事情があることから

被害者がその同居している子に関して配偶者

と面会することを余儀なくされることを防止

するため必要があると認めるときは、第一項第

一号の規定による命令を発する裁判所又は発

した裁判所は、被害者の申立てにより、その生

命又は身体に危害が加えられることを防止す

るため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じ

た日以後、同号の規定による命令の効力が生じ

た日から起算して六月を経過する日までの間、

当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠と

している住居を除く。以下この項において同じ、

就学する学校その他の場所において当該子の

身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学す

る学校その他その通常所在する場所の付近を

はいかいしてはならないことを命ずるものと

する。ただし、当該子が十五歳以上であるとき

は、その同意がある場合に限る。

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者

が被害者の親族その他被害者と社会生活にお

いて密接な関係を有する者（被害者と同居して

いる子及び配偶者と同居している者を除く。以

下この項及び次項並びに第十二条第一項第四

号において「親族等」という。）の住居に押し掛

けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っている

ことその他の事情があることから被害者がそ

の親族等に関して配偶者と面会することを余

儀なくされることを防止するため必要がある

と認めるときは、第一項第一号の規定による命

令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者

の申立てにより、その生命又は身体に危害が加

えられることを防止するため、当該配偶者に対

し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定に

よる命令の効力が生じた日から起算して六月

を経過する日までの間、当該親族等の住居（当

該配偶者と共に生活の本拠としている住居を

除く。以下この項において同じ、その他の場所

において当該親族等の身辺につきまとい、又は

当該親族等の住居勤務先その他その通常所在

する場所の付近をはいかいしてはならないこ

とを命ずるものとする。

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五

歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）

の同意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年

被後見人である場合にあっては、その法定代理

人の同意）がある場合に限り、することができ

る。
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（管轄裁判所）

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立

てに係る事件は相手方の住所（日本国内に住所

がないとき又は住所が知れないときは居所）の

所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次

の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にも

することができる。

一 申立人の住所又は居所の所在地

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対

する暴力又は生命等に対する脅迫が行われ

た地

（保護命令の申立て）

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定

による命令（以下「保護命令」という。）の申立

ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなけ

ればならない。

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命

等に対する脅迫を受けた状況

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又

は配偶者からの生命等に対する脅迫を受け

た後の配偶者から受ける身体に対する暴力

により、生命又は身体に重大な危害を受ける

おそれが大きいと認めるに足りる申立ての

時における事情

三 第十条第三項の規定による命令の申立て

をする場合にあっては、被害者が当該同居し

ている子に関して配偶者と面会することを

余儀なくされることを防止するため当該命

令を発する必要があると認めるに足りる申

立ての時における事情

四 第十条第四項の規定による命令の申立て

をする場合にあっては、被害者が当該親族等

に関して配偶者と面会することを余儀なく

されることを防止するため当該命令を発す

る必要があると認めるに足りる申立ての時

における事情

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は

警察職員に対し、前各号に掲げる事項につい

て相談し、又は援助若しくは保護を求めた事

実の有無及びその事実があるときは、次に掲

げる事項

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は

当該警察職員の所属官署の名称

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた

日時及び場所

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内

容

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られ

た措置の内容

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項

第五号イからニまでに掲げる事項の記載がな

い場合には、申立書には、同項第一号から第四

号までに掲げる事項についての申立人の供述

を記載した書面で公証人法（明治四十一年法律

第五十三号）第五十八条ノ二第一項の認証を受

けたものを添付しなければならない。

（迅速な裁判）

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事

件については、速やかに裁判をするものとする。

（保護命令事件の審理の方法）

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立

ち会うことができる審尋の期日を経なければ、

これを発することができない。ただし、その期

日を経ることにより保護命令の申立ての目的

を達することができない事情があるときは、こ

の限りでない。

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニま

でに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所

は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該

所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助

若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対

して執られた措置の内容を記載した書面の提

出を求めるものとする。この場合において、当

該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属

官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前

項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所

属官署の長又は申立人から相談を受け、若しく

は援助若しくは保護を求められた職員に対し、

同項の規定により書面の提出を求めた事項に

関して更に説明を求めることができる。

（保護命令の申立てについての決定等）

第十五条 保護命令の申立てについての決定に

は理由を付さなければならない。ただし、口頭

弁論を経ないで決定をする場合には理由の要

旨を示せば足りる。

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又

は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の

期日における言渡しによって、その効力を生ず

る。

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、

速やかにその旨及びその内容を申立人の住所

又は居所を管轄する警視総監又は道府県警察

本部長に通知するものとする。

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配



72

偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談

し、又は援助若しくは保護を求めた事実があり、

かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項

第五号イからニまでに掲げる事項の記載があ

るときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命

令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名

称が記載された配偶者暴力相談支援センター

（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力

相談支援センターが二以上ある場合にあって

は、申立人がその職員に対し相談し、又は援助

若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者

暴力相談支援センター）の長に通知するものと

する。

５ 保護命令は、執行力を有しない。

（即時抗告）

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に

対しては、即時抗告をすることができる。

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を

及ぼさない。

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の

取消しの原因となることが明らかな事情があ

ることにつき疎明があったときに限り、抗告裁

判所は、申立てにより、即時抗告についての裁

判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の

停止を命ずることができる。事件の記録が原裁

判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命

ずることができる。

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規

定による命令の効力の停止を命ずる場合にお

いて、同条第二項から第四項までの規定による

命令が発せられているときは、裁判所は、当該

命令の効力の停止をも命じなければならない。

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を

申し立てることができない。

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定に

よる命令を取り消す場合において、同条第二項

から第四項までの規定による命令が発せられ

ているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取

り消さなければならない。

７ 前条第四項の規定による通知がされている

保護命令について、第三項若しくは第四項の規

定によりその効力の停止を命じたとき又は抗

告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書

記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該

通知をした配偶者暴力相談支援センターの長

に通知するものとする。

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場

合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した

場合について準用する。

（保護命令の取消し）

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護

命令の申立てをした者の申立てがあった場合

には、当該保護命令を取り消さなければならな

い。第十条第一項第一号又は第二項から第四項

までの規定による命令にあっては同号の規定

による命令が効力を生じた日から起算して三

月を経過した後において、同条第一項第二号の

規定による命令にあっては当該命令が効力を

生じた日から起算して二週間を経過した後に

おいて、これらの命令を受けた者が申し立て、

当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者

に異議がないことを確認したときも、同様とす

る。

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の

規定による命令を発した裁判所が前項の規定

により当該命令を取り消す場合について準用

する。

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前

二項の場合について準用する。

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度

の申立て）

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命

令が発せられた後に当該発せられた命令の申

立ての理由となった身体に対する暴力又は生

命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする

同号の規定による命令の再度の申立てがあっ

たときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠

としている住居から転居しようとする被害者

がその責めに帰することのできない事由によ

り当該発せられた命令の効力が生ずる日から

起算して二月を経過する日までに当該住居か

らの転居を完了することができないことその

他の同号の規定による命令を再度発する必要

があると認めるべき事情があるときに限り、当

該命令を発するものとする。ただし、当該命令

を発することにより当該配偶者の生活に特に

著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令

を発しないことができる。

２ 前項の申立てをする場合における第十二条

の規定の適用については、同条第一項各号列記

以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第

一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第

十八条第一項本文の事情」と、同項第五号中「前

各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第

二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文

の事情」と、同条第二項中「同項第一号から第
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四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一

号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第

一項本文の事情」とする。

（事件の記録の閲覧等）

第十九条 保護命令に関する手続について、当事

者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧

若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の

交付又は事件に関する事項の証明書の交付を

請求することができる。ただし、相手方にあっ

ては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しく

は相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、

又は相手方に対する保護命令の送達があるま

での間は、この限りでない。

（法務事務官による宣誓認証）

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその

支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は

公証人がその職務を行うことができない場合

には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法

務局又はその支局に勤務する法務事務官に第

十二条第二項（第十八条第二項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）の認証を行わ

せることができる。

（民事訴訟法の準用）

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合

を除き、保護命令に関する手続に関しては、そ

の性質に反しない限り、民事訴訟法（平成八年

法律第百九号）の規定を準用する。

（最高裁判所規則）

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護

命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁

判所規則で定める。

第五章 雑則

（職務関係者による配慮等）

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の

保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次

項において「職務関係者」という。）は、その職

務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その

置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、

障害の有無等を問わずその人権を尊重すると

ともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分

な配慮をしなければならない。

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、

被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関

する理解を深めるために必要な研修及び啓発

を行うものとする。

（教育及び啓発）

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者から

の暴力の防止に関する国民の理解を深めるた

めの教育及び啓発に努めるものとする。

（調査研究の推進等）

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護に資するため、

加害者の更生のための指導の方法、被害者の心

身の健康を回復させるための方法等に関する

調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人

材の養成及び資質の向上に努めるものとする。

（民間の団体に対する援助）

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護を図るための

活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行

うよう努めるものとする。

（都道府県及び市の支弁）

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用

を支弁しなければならない。

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げ

る業務を行う婦人相談所の運営に要する費

用（次号に掲げる費用を除く。）

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人

相談所が行う一時保護（同条第四項に規定す

る厚生労働大臣が定める基準を満たす者に

委託して行う場合を含む。）に要する費用

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委

嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保

護（市町村、社会福祉法人その他適当と認め

る者に委託して行う場合を含む。）及びこれ

に伴い必要な事務に要する費用

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱す

る婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁

しなければならない。

（国の負担及び補助）

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、

都道府県が前条第一項の規定により支弁した

費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるも

のについては、その十分の五を負担するものと

する。

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲

げる費用の十分の五以内を補助することがで

きる。

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁

した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲

げるもの

二 市が前条第二項の規定により支弁した費

用
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第五章の二 補則

（この法律の準用）

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前

章までの規定は、生活の本拠を共にする交際

（婚姻関係における共同生活に類する共同生

活を営んでいないものを除く。）をする関係に

ある相手からの暴力（当該関係にある相手から

の身体に対する暴力等をいい、当該関係にある

相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、

その者が当該関係を解消した場合にあっては、

当該関係にあった者から引き続き受ける身体

に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受け

た者について準用する。この場合において、こ

れらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは

「第二十八条の二に規定する関係にある相手

からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。

第二条 被害者 被害者（第二十八

条の二に規定す

る関係

にある相手から

の暴力を受けた

者をいう。以下同

じ。）

第六条第一項 配偶者又

は配偶者

であった

者

同条に規定する

関係にある相手

又は同条に規定

する関係にある

相手であった者

第十条第一項

から第四項ま

で、第十一条

第 二 項 第 二

号、第十二条

第一項第一号

から第四号ま

で及び第十八

条第一項

配偶者 第二十八条の二

に規定する関係

にある相手

第十条第一項 離婚をし、

又はその

婚姻が取

り消され

た場合

第二十八条の二

に規定する関係

を解消した場合

第六章 罰則

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて

準用する第十条第一項から第四項までの規定

によるものを含む。次条において同じ。）に違反

した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰

金に処する。

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。）又

は第二十八条の二において読み替えて準用す

る第十二条第一項（第二十八条の二において準

用する第十八条第二項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の規定により記載す

べき事項について虚偽の記載のある申立書に

より保護命令の申立てをした者は、十万円以下

の過料に処する。

附 則〔抄〕

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月

を経過した日から施行する。ただし、第二章、

第六条（配偶者暴力相談支援センターに係る部

分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談

支援センターに係る部分に限る。）、第二十七条

及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日

から施行する。（経過措置）

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相

談所に対し被害者が配偶者からの身体に対す

る暴力に関して相談し、又は援助若しくは保護

を求めた場合における当該被害者からの保護

命令の申立てに係る事件に関する第十二条第

一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項

の規定の適用については、これらの規定中「配

偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人

相談所」とする。

（検討）

第三条 この法律の規定については、この法律の

施行後三年を目途として、この法律の施行状況

等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づ

いて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則〔平成十六年法律第六十四号〕

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月

を経過した日から施行する。

（経過措置）

第二条 この法律の施行前にしたこの法律によ

る改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律（次項において「旧法」
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という。）第十条の規定による命令の申立てに

係る同条の規定による命令に関する事件につ

いては、なお従前の例による。

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せ

られた後に当該命令の申立ての理由となった

身体に対する不法な攻撃であって生命又は身

体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由と

するこの法律による改正後の配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下

「新法」という。）第十条第一項第二号の規定に

よる命令の申立て（この法律の施行後最初にさ

れるものに限る。）があった場合における新法

第十八条第一項の規定の適用については、同項

中「二月」とあるのは、「二週間」とする。

（検討）

第三条 新法の規定については、この法律の施行

後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案

し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要

な措置が講ぜられるものとする。

附 則〔平成十九年法律第百十三号〕〔抄〕

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月

を経過した日から施行する。

（経過措置）

第二条 この法律の施行前にしたこの法律によ

る改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律第十条の規定による命

令の申立てに係る同条の規定による命令に関

する事件については、なお従前の例による。

附 則〔平成二十五年法律第七十二号〕〔抄〕

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経

過した日から施行する。

附 則〔平成二十六年法律第二十八号〕〔抄〕

（施行期日）

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十

条まで、第十二条及び第十五条から第十八条

までの規定 平成二十六年十月一日

附 則〔令和元年法律第四十六号〕〔抄〕

（施行期日）

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。

一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規

定公布の日

二 第二条（次号に掲げる規定を除く。）の規定

並びに次条及び附則第三条の規定 令和四年

四月一日

三 第二条中児童福祉法第十二条の改正規定

（同条第四項及び第六項に係る部分並びに

同条第一項の次に一項を加える部分に限る。）

及び同法第十二条の五の改正規定 令和五年

四月一日
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４ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

平成２７年９月４日法律第６４号

最終改正：令和元年６月５日法律第２４号

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって

職業生活を営み、又は営もうとする女性がその

個性と能力を十分に発揮して職業生活におい

て活躍すること（以下「女性の職業生活におけ

る活躍」という。）が一層重要となっているこ

とに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一

年法律第七十八号）の基本理念にのっとり、女

性の職業生活における活躍の推進について、そ

の基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及

び事業主の責務を明らかにするとともに、基本

方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業

生活における活躍を推進するための支援措置

等について定めることにより、女性の職業生活

における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もっ

て男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高

齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会

経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

社会を実現することを目的とする。

（基本原則）

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、

職業生活における活躍に係る男女間の格差の

実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を

営み、又は営もうとする女性に対する採用、教

育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他

の職業生活に関する機会の積極的な提供及び

その活用を通じ、かつ、性別による固定的な役

割分担等を反映した職場における慣行が女性

の職業生活における活躍に対して及ぼす影響

に配慮して、その個性と能力が十分に発揮でき

るようにすることを旨として、行われなければ

ならない。

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業

生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介

護その他の家庭生活に関する事由によりやむ

を得ず退職することが多いことその他の家庭

生活に関する事由が職業生活に与える影響を

踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問

わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、

介護その他の家庭生活における活動について

家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ

職業生活における活動を行うために必要な環

境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活

との円滑かつ継続的な両立が可能となること

を旨として、行われなければならない。

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当た

っては、女性の職業生活と家庭生活との両立に

関し、本人の意思が尊重されるべきものである

ことに留意されなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女

性の職業生活における活躍の推進についての

基本原則（次条及び第五条第一項において「基

本原則」という。）にのっとり、女性の職業生

活における活躍の推進に関して必要な施策を

策定し、及びこれを実施しなければならない。

（事業主の責務）

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇

用し、又は雇用しようとする女性労働者に対す

る職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用

する労働者の職業生活と家庭生活との両立に

資する雇用環境の整備その他の女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組を自ら実

施するよう努めるとともに、国又は地方公共団

体が実施する女性の職業生活における活躍の

推進に関する施策に協力しなければならない。

第二章 基本方針等

（基本方針）

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職

業生活における活躍の推進に関する施策を総
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合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生

活における活躍の推進に関する基本方針（以下

「基本方針」という。）を定めなければならな

い。

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定め

るものとする。

一 女性の職業生活における活躍の推進に関

する基本的な方向

二 事業主が実施すべき女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組に関する基本

的な事項

三 女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策に関する次に掲げる事項

イ 女性の職業生活における活躍を推進す

るための支援措置に関する事項

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るた

めに必要な環境の整備に関する事項

ハ その他女性の職業生活における活躍の

推進に関する施策に関する重要事項

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生

活における活躍を推進するために必要な事

項

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣

議の決定を求めなければならない。

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決

定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表

しなければならない。

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準

用する。

（都道府県推進計画等）

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該

都道府県の区域内における女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する施策についての計

画（以下この条において「都道府県推進計画」

という。）を定めるよう努めるものとする。

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定

められているときは、基本方針及び都道府県推

進計画）を勘案して、当該市町村の区域内にお

ける女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策についての計画（次項において「市町

村推進計画」という。）を定めるよう努めるも

のとする。

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又

は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。

第三章 事業主行動計画等

第一節 事業主行動計画策定指針

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大

臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施

することができるよう、基本方針に即して、次

条第一項に規定する一般事業主行動計画及び

第十九条第一項に規定する特定事業主行動計

画（次項において「事業主行動計画」と総称す

る。）の策定に関する指針（以下「事業主行動

計画策定指針」という。）を定めなければなら

ない。

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲

げる事項につき、事業主行動計画の指針となる

べきものを定めるものとする。

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な

事項

二 女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の内容に関する事項

三 その他女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組に関する重要事項

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、

事業主行動計画策定指針を定め、又は変更した

ときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。

第二節 一般事業主行動計画

（一般事業主行動計画の策定等）

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下

「一般事業主」という。）であって、常時雇用

する労働者の数が300人を超えるものは、事業

主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動

計画（一般事業主が実施する女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組に関する計画

をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で

定めるところにより、厚生労働大臣に届け出な

ければならない。これを変更したときも、同様

とする。

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる

事項を定めるものとする。

一 計画期間

二 女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の実施により達成しようとする目

標

三 実施しようとする女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組の内容及びその
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実施時期

３ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主

行動計画を定め、又は変更しようとするときは、

厚生労働省令で定めるところにより、採用した

労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続

勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位

にある労働者に占める女性労働者の割合その

他のその事業における女性の職業生活におけ

る活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活

における活躍を推進するために改善すべき事

情について分析した上で、その結果を勘案して、

これを定めなければならない。この場合におい

て、前項第２号の目標については、採用する労

働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤

務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的

地位にある労働者に占める女性労働者の割合

その他の数値を用いて定量的に定めなければ

ならない。

４ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主

行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労

働省令で定めるところにより、これを労働者に

周知させるための措置を講じなければならな

い。

５ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主

行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労

働省令で定めるところにより、これを公表しな

ければならない。

６ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主

行動計画に基づく取組を実施するとともに、一

般事業主行動計画に定められた目標を達成す

るよう努めなければならない。

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の

数が300人以下のものは、事業主行動計画策定

指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚

生労働省令で定めるところにより、厚生労働大

臣に届け出るよう努めなければならない。これ

を変更したときも、同様とする。

８ 第３項の規定は前項に規定する一般事業主

が一般事業主行動計画を定め、又は変更しよう

とする場合について、第４項から第6項までの

規定は前項に規定する一般事業主が一般事業

主行動計画を定め、又は変更した場合について、

それぞれ準用する。

（基準に適合する一般事業主の認定）

第九条 厚生労働大臣は、前条第１項又は第7項

の規定による届出をした一般事業主からの申

請に基づき、厚生労働省令で定めるところによ

り、当該事業主について、女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組に関し、当該取組

の実施の状況が優良なものであることその他

の厚生労働省令で定める基準に適合するもの

である旨の認定を行うことができる。

（認定一般事業主の表示等）

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下

「認定一般事業主」という。）は、商品、役務

の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又

は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚

生労働省令で定めるもの（次項及び第十四条第

一項において「商品等」という。）に厚生労働

大臣の定める表示を付することができる。

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、

商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表

示を付してはならない。

（認定の取消し）

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次

の各号のいずれかに該当するときは、第九条の

認定を取り消すことができる。

一 第九条に規定する基準に適合しなくなっ

たと認めるとき。

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違

反したとき。

三 不正の手段により第九条の認定を受けた

とき。

（基準に適合する認定一般事業主の認定）

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主から

の申請に基づき、厚生労働省令で定めるところ

により、当該事業主について、女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組に関し、当該

事業主の策定した一般事業主行動計画に基づ

く取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定

められた目標を達成したこと、雇用の分野にお

ける男女の均等な機会及び待遇の確保等に関

する法律（昭和四十七年法律第百十三号）第十

三条の二に規定する業務を担当する者及び育

児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労

働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十

六号）第二十九条に規定する業務を担当する者

を選任していること、当該女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組の実施の状況が

特に優良なものであることその他の厚生労働

省令で定める基準に適合するものである旨の

認定を行うことができる。
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（特例認定一般事業主の特例等）

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下

「特例認定一般事業主」という。）については、

第八条第一項及び第七項の規定は、適用しない

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定め

るところにより、毎年少なくとも一回、女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組の

実施の状況を公表しなければならない。

（特例認定一般事業主の表示等）

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生

労働大臣の定める表示を付することができる。

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について

準用する。

（特例認定一般事業主の認定の取消し）

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主

が次の各号のいずれかに該当するときは、第十

二条の認定を取り消すことができる。

一 第十一条の規定により第九条の認定を取

り消すとき。

二 第十二条に規定する基準に適合しなくな

ったと認めるとき。

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、

又は虚偽の公表をしたとき。

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこ

の法律に基づく命令に違反したとき。

五 不正の手段により第十二条の認定を受け

たとき。

（委託募集の特例等）

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である

中小事業主（一般事業主であって、常時雇用す

る労働者の数が三百人以下のものをいう。以下

この項及び次項において同じ。）が、当該承認

中小事業主団体をして女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組の実施に関し必要

な労働者の募集を行わせようとする場合にお

いて、当該承認中小事業主団体が当該募集に従

事しようとするときは、職業安定法（昭和二十

二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び

第三項の規定は、当該構成員である中小事業主

については、適用しない。

２ この条及び次条において「承認中小事業主団

体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その

他の特別の法律により設立された組合若しく

はその連合会であって厚生労働省令で定める

もの又は一般社団法人で中小事業主を直接又

は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定

める要件に該当するものに限る。）のうち、そ

の構成員である中小事業主に対して女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組を実

施するための人材確保に関する相談及び援助

を行うものであって、その申請に基づいて、厚

生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行う

ための厚生労働省令で定める基準に適合する

旨の承認を行ったものをいう。

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項

に規定する基準に適合しなくなったと認める

ときは、同項の承認を取り消すことができる。

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募

集に従事しようとするときは、厚生労働省令で

定めるところにより、募集時期、募集人員、募

集地域その他の労働者の募集に関する事項で

厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に

届け出なければならない。

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項

の規定による届出があった場合について、同法

第五条の三第一項及び第四項、第五条の四、第

三十九条、第四十一条第二項、第四十二条第一

項、第四十二条の二、第四十八条の三第一項、

第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並

びに第五十一条の規定は前項の規定による届

出をして労働者の募集に従事する者について、

同法第四十条の規定は同項の規定による届出

をして労働者の募集に従事する者に対する報

酬の供与について、同法第五十条第三項及び第

四項の規定はこの項において準用する同条第

二項に規定する職権を行う場合について、それ

ぞれ準用する。この場合において、同法第三十

七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」

とあるのは「女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律第十六条第四項の規定による

届出をして労働者の募集に従事しようとする

者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者

の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とある

のは「期間」と読み替えるものとする。

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二

条の三の規定の適用については、同法第三十六

条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外

の者をして労働者の募集に従事させようとす

る者がその被用者以外の者に与えようとする」

と、同法第四十二条の三中「第三十九条に規定

する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活

における活躍の推進に関する法律（平成二十七
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年法律第六十四号）第十六条第四項の規定によ

る届出をして労働者の募集に従事する者」とす

る。

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、

第二項の相談及び援助の実施状況について報

告を求めることができる。

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定

による届出をして労働者の募集に従事する承

認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業

に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これ

らに基づき当該募集の内容又は方法について

指導することにより、当該募集の効果的かつ適

切な実施を図るものとする。

（一般事業主に対する国の援助）

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の

規定により一般事業主行動計画を策定しよう

とする一般事業主又はこれらの規定による届

出をした一般事業主に対して、一般事業主行動

計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は

一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実

施されるように相談その他の援助の実施に努

めるものとする。

第三節 特定事業主行動計画

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの

長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下

「特定事業主」という。）は、政令で定めるとこ

ろにより、事業主行動計画策定指針に即して、

特定事業主行動計画（特定事業主が実施する女

性の職業生活における活躍の推進に関する取

組に関する計画をいう。以下この条において同

じ。）を定めなければならない。

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる

事項を定めるものとする。

一 計画期間

二 女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の実施により達成しようとする目

標

三 実施しようとする女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組の内容及びその

実施時期

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、

又は変更しようとするときは、内閣府令で定め

るところにより、採用した職員に占める女性職

員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時

間の状況、管理的地位にある職員に占める女性

職員の割合その他のその事務及び事業におけ

る女性の職業生活における活躍に関する状況

を把握し、女性の職業生活における活躍を推進

するために改善すべき事情について分析した

上で、その結果を勘案して、これを定めなけれ

ばならない。この場合において、前項第二号の

目標については、採用する職員に占める女性職

員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の

割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占め

る女性職員の割合その他の数値を用いて定量

的に定めなければならない。

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、

又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に

周知させるための措置を講じなければならな

い。

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、

又は変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事

業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公

表しなければならない。

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく

取組を実施するとともに、特定事業主行動計画

に定められた目標を達成するよう努めなけれ

ばならない。

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表

（一般事業主による女性の職業選択に資する情

報の公表）

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主

は、厚生労働省令で定めるところにより、職業

生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択

に資するよう、その事業における女性の職業生

活における活躍に関する次に掲げる情報を定

期的に公表しなければならない。

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労

働者に対する職業生活に関する機会の提供

に関する実績

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生

活との両立に資する雇用環境の整備に関す

る実績

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生

労働省令で定めるところにより、職業生活を営

み、又は営もうとする女性の職業選択に資する

よう、その事業における女性の職業生活におけ

る活躍に関する前項各号に掲げる情報の少な
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くともいずれか一方を定期的に公表するよう

努めなければならない。

（特定事業主による女性の職業選択に資する情

報の公表）

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めると

ころにより、職業生活を営み、又は営もうとす

る女性の職業選択に資するよう、その事務及び

事業における女性の職業生活における活躍に

関する次に掲げる情報を定期的に公表しなけ

ればならない。

一 その任用し、又は任用しようとする女性に

対する職業生活に関する機会の提供に関す

る実績

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活

との両立に資する勤務環境の整備に関する

実績

第四章 女性の職業生活における活躍を推進す

るための支援措置

（職業指導等の措置等）

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍

を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓

練、創業の支援その他の必要な措置を講ずるよ

う努めるものとする。

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活

躍を推進するため、前項の措置と相まって、職

業生活を営み、又は営もうとする女性及びその

家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機

関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必

要な措置を講ずるよう努めるものとする。

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る

事務の一部を、その事務を適切に実施すること

ができるものとして内閣府令で定める基準に

適合する者に委託することができる。

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事す

る者又は当該事務に従事していた者は、正当な

理由なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏

らしてはならない。

（財政上の措置等）

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍

の推進に関する地方公共団体の施策を支援す

るために必要な財政上の措置その他の措置を

講ずるよう努めるものとする。

（国等からの受注機会の増大）

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍

の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興

開発金融公庫その他の特別の法律によって設

立された法人であって政令で定めるものをい

う。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適

正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例

認定一般事業主その他の女性の職業生活にお

ける活躍に関する状況又は女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組の実施の状況

が優良な一般事業主（次項において「認定一般

事業主等」という。）の受注の機会の増大その

他の必要な施策を実施するものとする。

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一

般事業主等の受注の機会の増大その他の必要

な施策を実施するように努めるものとする。

（啓発活動）

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業

生活における活躍の推進について、国民の関心

と理解を深め、かつ、その協力を得るとともに、

必要な啓発活動を行うものとする。

（情報の収集、整理及び提供）

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組に資するよう、国内外にお

ける女性の職業生活における活躍の状況及び

当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を

行うものとする。

（協議会）

第二十七条 当該地方公共団体の区域において

女性の職業生活における活躍の推進に関する

事務及び事業を行う国及び地方公共団体の機

関（以下この条において「関係機関」という。）

は、第二十二条第一項の規定により国が講ずる

措置及び同条第二項の規定により地方公共団

体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職

業生活における活躍の推進に有用な情報を活

用することにより、当該区域において女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組が効

果的かつ円滑に実施されるようにするため、関

係機関により構成される協議会（以下「協議会」

という。）を組織することができる。

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共

団体の区域内において第二十二条第三項の規

定による事務の委託がされている場合には、当

該委託を受けた者を協議会の構成員として加

えるものとする。

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると

認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員

として加えることができる。
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一 一般事業主の団体又はその連合団体

二 学識経験者

三 その他当該関係機関が必要と認める者

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以

下この項において「関係機関等」という。）が

相互の連絡を図ることにより、女性の職業生活

における活躍の推進に有用な情報を共有し、関

係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域

の実情に応じた女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組について協議を行うもの

とする。

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団

体は、内閣府令で定めるところにより、その旨

を公表しなければならない。

（秘密保持義務）

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協

議会の事務に従事していた者は、正当な理由な

く、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏ら

してはならない。

（協議会の定める事項）

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会

の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が

定める。

第五章 雑則

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関

し必要があると認めるときは、第八条第一項に

規定する一般事業主又は認定一般事業主若し

くは特例認定一般事業主である同条第七項に

規定する一般事業主に対して、報告を求め、又

は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

（公表）

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項の

規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表を

した第八条第一項に規定する一般事業主又は

第二十条第二項に規定する情報に関し虚偽の

公表をした認定一般事業主若しくは特例認定

一般事業主である第八条第七項に規定する一

般事業主に対し、前条の規定による勧告をした

場合において、当該勧告を受けた者がこれに従

わなかったときは、その旨を公表することがで

きる。

（権限の委任）

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二

条、第十五条、第十六条、第三十条及び前条に

規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令

で定めるところにより、その一部を都道府県労

働局長に委任することができる。

（政令への委任）

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この

法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

第六章 罰則

第三十四条 第十六条第五項において準用する

職業安定法第四十一条第二項の規定による業

務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従

事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の

罰金に処する。

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者

は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に

処する。

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密

を漏らした者

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏ら

した者

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者

は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に

処する。

一 第十六条第四項の規定による届出をしな

いで、労働者の募集に従事した者

二 第十六条第五項において準用する職業安

定法第三十七条第二項の規定による指示に

従わなかった者

三 第十六条第五項において準用する職業安

定法第三十九条又は第四十条の規定に違反

した者

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者

は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第十条第二項（第十四条第二項において準

用する場合を含む。）の規定に違反した者

二 第十六条第五項において準用する職業安

定法第五十条第一項の規定による報告をせ

ず、又は虚偽の報告をした者

三 第十六条第五項において準用する職業安

定法第五十条第二項の規定による立入り若

しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽

の陳述をした者

四 第十六条第五項において準用する職業安

定法第五十一条第一項の規定に違反して秘

密を漏らした者
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第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人

の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関し、第三十四条、第三十六条

又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰

するほか、その法人又は人に対しても、各本条

の罰金刑を科する。

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過

料に処する。

附 則 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から施行する。た

だし、第三章（第七条を除く。）、第五章（第

二十八条を除く。）及び第六章（第三十条を除

く。）の規定並びに附則第五条の規定は、平成

二十八年四月一日から施行する。

（この法律の失効）

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日

限り、その効力を失う。

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る

事務に従事していた者の当該事務に関して知

り得た秘密については、同条第四項の規定（同

項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかか

わらず、同項に規定する日後も、なおその効力

を有する。

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務

に関して知り得た秘密については、第二十八条

の規定（同条に係る罰則を含む。）は、第一項

の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、

なおその効力を有する。

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則

の適用については、この法律は、第一項の規定

にかかわらず、同項に規定する日後も、なおそ

の効力を有する。

（政令への委任）

第三条 前条第二項から第四項までに規定する

もののほか、この法律の施行に伴い必要な経過

措置は、政令で定める。

（検討）

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過し

た場合において、この法律の施行の状況を勘案

し、必要があると認めるときは、この法律の規

定について検討を加え、その結果に基づいて必

要な措置を講ずるものとする。

附 則（平成二九年三月三一日法律第一四号）

抄

（施行期日）

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一

条を加える改正規定及び附則第三十五条の

規定公布の日

二及び三 略

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第

五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七

十六条第二項及び第七十九条の二並びに附

則第十一条の二第一項の改正規定並びに同

条第三項の改正規定（「百分の五十を」を「百

分の八十を」に改める部分に限る。）、第四

条の規定並びに第七条中育児・介護休業法第

五十三条第五項及び第六項並びに第六十四

条の改正規定並びに附則第五条から第八条

まで及び第十条の規定、附則第十三条中国家

公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八

十二号）第十条第十項第五号の改正規定、附

則第十四条第二項及び第十七条の規定、附則

第十八条（次号に掲げる規定を除く。）の規

定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定

等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八

号）第三十八条第三項の改正規定（「第四条

第八項」を「第四条第九項」に改める部分に

限る。）、附則第二十条中建設労働者の雇用

の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第

三十三号）第三十条第一項の表第四条第八項

の項、第三十二条の十一から第三十二条の十

五まで、第三十二条の十六第一項及び第五十

一条の項及び第四十八条の三及び第四十八

条の四第一項の項の改正規定、附則第二十一

条、第二十二条、第二十六条から第二十八条

まで及び第三十二条の規定並びに附則第三

十三条（次号に掲げる規定を除く。）の規定

平成三十年一月一日

（罰則に関する経過措置）

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げ

る規定にあっては、当該規定）の施行前にした

行為に対する罰則の適用については、なお従前

の例による。
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（その他の経過措置の政令への委任）

第三十五条 この附則に規定するもののほか、こ

の法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で

定める。

附 則（令和元年六月五日法律第二四号）抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年

を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに

労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等

に関する法律第四条の改正規定並びに次条

及び附則第六条の規定 公布の日

二 第二条の規定 公布の日から起算して三

年を超えない範囲内において政令で定める

日

（罰則に関する経過措置）

第五条 この法律の施行前にした行為に対する

罰則の適用については、なお従前の例による。

（政令への委任）

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律

の施行に関して必要な経過措置は、政令で定め

る。

（検討）

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過し

た場合において、この法律による改正後の規定

の施行の状況について検討を加え、必要がある

と認めるときは、その結果に基づいて所要の措

置を講ずるものとする。
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５ 和光市男女共同参画推進条例

和光市男女共同参画推進条例

平成１６年１２月２１日公布

和光市条例第２８号

個人の尊重と法の下の平等を保障する日本

国憲法の下、男女平等の実現に向けた取組は、

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関

する条約を支柱とする国際的な取組とともに

着実に進められてきた。

これら様々な取組の基に制定された男女共

同参画社会基本法は、男女共同参画社会の実現

を２１世紀の最重要課題と位置付け、国際的な

取組と連動した地域社会における取組を 進め

るよう強く求めている。

しかしながら、性別による固定的な役割分担

とこれを反映した慣行は社会のあらゆる分野

に依然として残り、セクシュアル・ハラスメン

ト、ドメスティック・バイオレンスその他の人

権を侵害する行為が顕在化するなど、男女共同

参画社会の実現を妨げる要因は数多く存在し

ている。

和光市は、都心に近く、交通の利便性が高い

市であり、若い世代も多く、子育て支援への取

組が積極的に進められてきた背景があるが、一

方で、出産及び子育て期に女性が就労の場から

離れざるを得ないという女性労働力率の著し

い低下や一部地域の高齢化、転出入が激しいゆ

えにコミュニティが育ちにくいという面も有

しており、男女共同参画社会を実現するために、

より一層の努力が必要である。

よって、和光市は、男女共同参画の推進を主

要な施策と位置付け、和光市の男女共同参画の

推進に関し、基本理念並びに和光市、市民及び

事業者の責務を明らかにし、男女共同参画の推

進に関する施策を総合的かつ計画的に実施す

ることにより、男女共同参画社会を実現し、も

って、豊かで活力あふれる和光市の実現に寄与

するため、この条例を制定する。

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関

する基本理念を定め、和光市（以下「市」と

いう。）、市民及び事業者の責務を明らかにし、

男女共同参画の推進に関する市の施策を総

合的かつ計画的に推進することにより、男女

共同参画社会を実現することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

（１） 男女共同参画 男女が社会の対等な

構成員として、自らの意思によって社会

のあらゆる分野における活動に参画する

機会が確保され、もって男女が均等に政

治的、経済的、社会的及び文化的利益を

享受することができ、かつ、共に責任を

担うことをいう。

（２） 市民 市内に住所を有し、又は勤務し、

若しくは通学する者をいう。

（３） 事業者市内において事業活動を行う

法人若しくは団体又は個人をいう。

（４） セクシュアル・ハラスメント 性的な

言動により当該言動を受けた個人の生活

の環境を害すること又は性的な言動を受

けた個人の対応により当該個人に不利益

を与えることをいう。

（５） ドメスティック・バイオレンス 配偶

者、配偶者であった者、パートナーその

他の親密な関係にある者が相手方に振る

う暴力その他心身に有害な影響を及ぼす

言動を行うことをいう。

（６） 積極的改善措置第１号に規定する機

会に係る男女間の格差を改善するため、
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必要な範囲内において、男女のいずれか

一方に対し、当該機会を積極的に提供す

ることをいう。

（基本理念）

第３条 男女共同参画は、次に掲げる基本理念

（以下「基本理念」という。）にのっとり、

推進されなければならない。

（１） 男女の個人としての尊厳が重んぜら

れること、直接的であるか間接的である

かを問わず性別による差別的取扱いを受

けることがないことその他の男女の人権

が尊重されること。

（２） 性別による固定的な役割分担意識等

を解消し、男女が共にその個性と能力を

十分に発揮する機会が確保され、自らの

意思によって多様な生き方を選択するこ

とができること。

（３） 男女が社会の対等な構成員として、

市の政策又は事業者の活動における方針

の立案及び決定の場に共同して参画する

機会が確保されること。

（４） 男女が相互の協力と社会の支援の下

に、子の養育、家族の介護その他の家庭

生活における活動及び社会生活における

活動に対等に参画すること。

（５） 男女の対等な関係の下に、互いの性

に関する理解を深め、妊娠、出産など女

性の生涯にわたる性と生殖に関する健康

と権利が尊重されること。

（６） 男女共同参画の推進に向けた取組が

国際社会の取組と密接な関係を有してい

ることを深く認識し、国際的協調の下に

行われること。

（市の責務）

第４条 市は、基本理念にのっとり、男女共同

参画の推進を主要な施策と位置付け、市にお

ける男女共同参画を総合的かつ計画的に推

進する責務を有する。

２ 市は、男女共同参画を推進するために必要

な体制の整備に努めるものとする。

３ 市は、男女共同参画を推進するために必要

な財政上の措置を講ずるよう努めるものと

する。

４ 市は、市民、事業者、国、県及び他の地方

公共団体と連携し、男女共同参画の推進に努

めるものとする。

（市民の責務）

第５条 市民は、基本理念を尊重し、男女共同

参画に対する理解を深め、自らその推進に努

めるとともに、市が実施する男女共同参画の

推進に関する施策に協力するよう努めなけ

ればならない。

（事業者の責務）

第６条 事業者は、基本理念を尊重し、その事

業活動を行うに当たっては、男女共同参画を

推進する労働環境の整備に努めるとともに、

市が実施する男女共同参画の推進に関する

施策に協力するよう努めなければならない。

（性別による権利侵害の禁止）

第７条 何人も、家庭、地域、職場、学校その

他の社会のあらゆる場において、次に掲げる

行為を行ってはならない。

（１） 直接的又は間接的な性別による差別

的取扱い

（２） セクシュアル・ハラスメント

（３） ドメスティック・バイオレンス

（公衆に表示する情報に対する留意）

第８条 何人も、公衆に表示する情報において、

性別による固定的な役割分担及び前条各号

に規定する行為を助長し、又は連想させる表

現その他過度な性的表現を行わないよう努

めなければならない。

第２章 基本的施策等

（行動計画）

第９条 市長は、男女共同参画の推進に関する

施策を総合的かつ計画的に推進するための

行動計画（以下「行動計画」という。）を策定

するものとする。

２ 市長は、行動計画を策定するに当たっては、

和光市男女共同参画推進審議会に諮問しな

ければならない。

３ 市長は、行動計画を策定するに当たっては、

前項に規定するもののほか市民及び事業者

の意見を反映させるために適切な措置を講

じなければならない。

４ 前２項の規定は、行動計画を変更する場合

について準用する。
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（年次報告）

第１０条 市長は、毎年、男女共同参画の推進

に関する施策の実施状況等を明らかにする

報告書を作成し、及び公表するものとする。

２ 事業者は、前項の報告書の作成に当たり市

長が行う調査に対して協力するよう努めな

ければならない。

（積極的改善措置）

第１１条 市は、社会のあらゆる分野における

活動において、男女間に参画する機会の格差

が生じている場合は、市民及び事業者と協力

し、積極的改善措置が講ぜられるよう努める

ものとする。

２ 市は、審議会等（地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１３８条の４第３項に規定

する附属機関及びこれに類するものをいう。）

における委員を委嘱し、又は任命する場合に

あっては、積極的改善措置を講ずることによ

り、男女の委員数の均衡を図るよう努めるも

のとする。

（情報提供及び普及啓発）

第１２条 市は、市民及び事業者の男女共同参

画に関する理解を深めるための情報を積極

的に提供するとともに、男女共同参画に関す

る意識の普及啓発に努めなければならない。

２ 市は、男女共同参画の推進に当たり、市民

及び事業者に対し、メディアからの情報を主

体的に解釈し、自らの意思で情報を発信する

能力を養うために必要な情報を提供し、その

意識の普及啓発に必要な措置を講ずるもの

とする。

（基本理念を尊重した教育等）

第１３条 市は、学校教育において、基本理念

を尊重した教育を行うものとする。

２ 市は、生涯にわたる教育において、基本理

念を尊重した学習機会の提供その他必要な

措置を講ずるものとする。

（家庭生活及び社会活動の両立への支援）

第１４条 市は、男女が共に家庭生活及び職場、

地域等における社会活動を両立することが

できるように子の養育、家族の介護等におい

て必要な支援を行わなければならない。

（公共施設の整備等）

第１５条 市は、男女共同参画の視点に配慮し

た公共施設の環境の整備に努めるとともに、

市民及び事業者による男女共同参画の推進

に関する取組を支援するための拠点として

活動できる施設の整備に努めるものとする。

第３章 苦情の処理等

（苦情処理相談の窓口の設置）

第１６条 市長は、市が実施する男女共同参画

の推進に関する施策若しくは男女共同参画

の推進に影響を及ぼすと認められる施策に

ついての苦情（以下「苦情」という。）を受け、

これを適切かつ迅速に処理し、又は性別によ

る差別的取扱いその他の男女共同参画の推

進を阻害する人権侵害についての相談（以下

「相談」という。）を受け、これに適切かつ迅

速に対応するための窓口を置く。

２ 市長は、苦情又は相談を受けた場合におい

て、必要があると認めるときは、当該関係機

関又は関係者に対し、資料の提出及び説明を

求めるものとする。この場合において、必要

があると認めるときは、当該関係機関又は関

係者に対し、指導、助言又は是正の勧告を行

うものとする。

３ 市長は、苦情及び相談の状況について、そ

の結果を取りまとめ、和光市男女共同参画推

進審議会に報告するものとする。

（男女共同参画苦情等処理委員の設置）

第１７条 市長は、苦情又は相談を適切かつ迅

速に処理するため、和光市男女共同参画苦情

等処理委員（以下「苦情等処理委員」という。）

を置くことができる。

２ 苦情等処理委員は、男女共同参画に関して

学識経験を有する者のうちから市長が委嘱

する。

３ 苦情等処理委員は、苦情又は相談を処理す

るに当たり、必要に応じ、市長に対し意見を

述べることができる。

４ 苦情等処理委員は、職務上知り得た秘密を

漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。

第４章 和光市男女共同参画推進審議会

（設置）

第１８条 市長の諮問に応じ、行動計画その他
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男女共同参画の推進に関する重要事項を調

査審議するため、市長の附属機関として、和

光市男女共同参画推進審議会（以下「審議会」

という。）を置く。

２ 審議会は、男女共同参画の推進に関する施

策の実施状況について調査及び研究を行い、

市長に意見を述べることができる。

（組織等）

第１９条 審議会は、委員１２人以内で組織す

る。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委

嘱する。

（１） 知識経験を有する者

（２） 関係団体を代表する者

（３） 事業者

（４） 公募による市民

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

４ 委員は、再任されることができる。

（会長及び副会長）

第２０条 審議会に会長及び副会長を置く。

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定め

る。

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があ

るときは、その職務を代理する。

（会議）

第２１条 審議会の会議は、会長が招集し、そ

の議長となる。

２ 審議会の会議は、委員の半数以上の出席が

なければ開くことができない。

３ 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数

をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。

第５章 雑則

（委任）

第２２条 この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行

する。

（和光市男女共同参画協議会条例の廃止）

２ 和光市男女共同参画協議会条例（平成２年

条例第１８号）は、廃止する。

（和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬

及び費用弁償に関する条例の一部改正）

３ 和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬

及び費用弁償に関する条例（昭和４４年条例

第３０号）の一部を次のように改正する。

別表中「男女共同参画協議会」を「男女共同

参画推進審議会」に改める。
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６ 用語解説

本計画に掲載されている用語について説明を掲載しています。また、その用語が初めて計画書に出

てきたページを記載しています。

No. 用語 ページ 内容

１
性別による固定的な役割分

担意識
９

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決

めることが適当であるにもかかわらず、「男は仕事・女

は家庭」等のように、男性、女性という性別を理由とし

て、役割を固定的に分けること。

２ ジェンダー ９

「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には

生まれついての生物学的性別（セックス／sex）がある。

一方、社会通念や習慣の中には、社会によって作り上げ

られた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女

性の別を「社会的・文化的に形成された性別」（ジェンダ

ー／gender）という。

３ エンパワーメント ９

力（パワー）をつけること。エンパワーメントは、自分

自身の生活と人生を決定する権利と能力を持ち、様々

なレベルの意思決定過程に参画し、社会的・経済的・政

治的な状況を変えていく力を持つことを意味する。

４ ワーク・ライフ・バランス 10

男女がともに、人生の各段階において、仕事、家庭生

活、地域生活、個人の自己啓発など様々な活動におい

て、自らの希望に沿った形でバランスをとりながら展開

できる状態のこと。

５
ジェンダー・ギャップ指数

（ＧＧＩ）
10

「世界経済フォーラム」が独自に算定したもので、４分

野のデータ（経済、政治、教育、健康）から構成され、世

界の男女格差を測る指数で、そのスコアをもとに各国

の男女格差の順位をつける。

６
ドメスティック・バイオレン

ス（ＤＶ）
11

夫婦や恋人など、親密な関係にあるパートナー、また

はパートナーであった人からふるわれる暴力のこと。身

体的暴力のほか、言葉や態度による精神的暴力、生活

費を渡さないなどの経済的暴力、性的行為を強要する

性的暴力等も含まれる。

７ 性的マイノリティ 28

女の体に生まれて、女として異性を好きになる、男の

体に生まれて、男として異性を好きになる、この2つの

タイプに当てはまらない人。恋愛対象の性を表す「性的

指向（Sexual Orientation)」、自分の性別をどう認

識しているかを表す「性自認（Ｇｅｎｄｅｒ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）」の

頭文字を取った「ＳＯＧＩ（ソジ）」も使われ始めている。
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No. 用語 ページ 内容

８ デートＤＶ 29

恋人間で暴力により、相手を思いどおりにすること。

暴力には、殴る・蹴るなどのほか、言葉の暴力、メール

をチェックするなど様々な形がある。

９
和光市ＢＯＳＡＩまちづくり

伝道師
３１

和光市が主催する、防災知識の習得や実際に体験し

ながら学ぶ、全5日間の単位制講座を受講した人。より

実践的な防災スキルを身に付け、災害に強い安全で安

心して暮らせるまちづくりを推進する。

１０

リプロダクティブ・ヘルス／

ライツ（性と生殖に関する健

康と権利）

45

いつ子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全で

満足のいく性関係、安全な妊娠・出産などが含まれてい

る。

１１
多様な働き方実践企業認定

制度
50

仕事と子育て等の両立を支援するため、短時間勤務

など、多様な働き方を実践している企業等を、働きやす

い企業として埼玉県が認定するもの。

１２ 家族経営協定 50

家族農業経営内において、家族一人ひとりが意欲と

やりがいを持って経営に参画し、能力を十分に発揮で

きる魅力的な農業経営のために、役割分担や経営方針

等、家族間の十分な話し合いに基づき取り決めるもの。

１３

ポジティブ・アクション（積

極的に格差を是正する措

置）

52

社会的・構造的な差別によって不利益を被っている

者に対して、一定の範囲で特別の機会を提供すること

などにより、実質的な機会均等を実現することを目的

として講じる暫定的な措置のこと。
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７ 和光市男女共同参画推進審議会委員名簿

委員数：１２名

任期：令和２年（２０２０年）４月２４日～令和４年（２０２２年）３月３１日

氏名 選任の区分 備考

諸橋 泰樹

知識経験を有する者

フェリス女学院大学教授

大澤 絵里
国立保健医療科学院

国際協力研究部上席主任研究官

佐野 一機

関係団体を代表する者

和光市立小中学校校長会

長田 眞希 ＮＰＯ法人 わこう子育てネットワーク

栗原 眞知子 和光市ボランティア連絡会

栁下 昇 和光市民生委員児童委員協議会

浜口 武

事業者

和光市商工会

足立 枝実子 国立研究開発法人 理化学研究所

菅 正治 埼玉りそな銀行 和光支店

浪間 兼三

公募による市民石村 直子

青松 美咲子
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８ 第４次わこうプラン策定経過

年度 月 経過

令和元年度

（２０１９年度）

６月
第１回男女共同参画推進審議会（６／２８）

・令和元年度市民意識調査について

８月 市民意識調査実施（８／１６～８／３０）

９月 子ども意識調査（９／９～９／２４）

１月

第３回男女共同参画推進審議会（１／１０）

・令和元年度和光市男女共同参画に関する意識調査報告書（速報版）

報告

令和２年度

（２０２０年度）

５月
第１回男女共同参画推進審議会（５／１５書面開催）

・令和元年度和光市男女共同参画市民意識調査結果による現状と課題

７月

第２回男女共同参画推進審議会（７／１０）

・第３次わこうプラン 取組施策の振り返り

・第４次わこうプランについて

８月
審議会・庁内に対し、第４次和光市行動計画男女共同参画わこうプラ

ンの各課取組内容の確認実施（８／３～８／２１）

１０月
第３回男女共同参画推進審議会（１０／１６）

・第４次和光市行動計画男女共同参画わこうプラン（素案）について

１１月
第４次和光市行動計画男女共同参画わこうプラン（素案）職員コメン

ト実施

１２月

第４回男女共同参画推進審議会（１２／１８書面開催）

・第４次和光市行動計画男女共同参画わこうプラン（第２次素案）につ

いて

１月
第４次和光市行動計画男女共同参画わこうプラン（素案）パブリッ

ク・コメント実施（１／４～１／２５）

２月

第５回男女共同参画推進審議会（２／１２書面開催）

・第４次和光市行動計画男女共同参画わこうプラン（案）パブリック・

コメントの確認と意見聴取

３月
和光市男女共同参画庁内連絡会議（３／２２書面開催）

第４次和光市行動計画男女共同参画わこうプラン策定
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第４次和光市行動計画男女共同参画わこうプラン

～男女共同参画社会の実現を目指して～

令和３年３月

発行 和光市総務部総務人権課

〒351-0192 和光市広沢 1-5

ＴＥＬ 048-424-9094（直通）

ＦＡＸ 048-464-1234

http://www.city.wako.lg.jp/home.html
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